
　　

平成２４年１０月

地理空間情報活用推進会議

「地理空間情報の活用推進に関する行動計画(Ｇ空間行動プラン)」(旧)
に関するフォローアップ報告
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第１章　地理空間情報の活用の推進に関する全般的施策

1 １章１
（１）

戦略的体制及び運
営のあり方の検討

国の関係部局や地方公共団体、民
間事業者からのヒアリング等を行い、
地理空間情報の整備・更新・提供・流
通や準天頂衛星による衛星測位シス
テムに関する現状や課題について調
査を進める。

地理空間情報活
用推進会議（以下
「推進会議」とい

う。）

現状や課題についての調査を
進める。

地理空間情報の整備・更新・提供・流通や、準天
頂衛星による衛星測位システムに関する現状や
課題について調査を行った。
推進会議議長を、これまでの内閣官房副長官補
から内閣官房副長官（政務及び事務）とするなど
組織の見直しを行い、戦略的体制の強化を図っ
た。

Ａ：十
分達成

平成20年６月地理空間情報活用推進会議を設置、
同年10月産官学連携協議会を設置し、地理空間情
報の活用推進のための現状や課題について調査及
び議論を行ってきた。また、推進会議の下に２つの
ワーキンググループ（地理情報システムワーキング
グループ、衛星測位ワーキンググループ）を設置し、
さらに、地理情報システムワーキンググループの下
に３つの検討チーム（個人情報保護・知的財産に関
する検討チーム、国の安全に関する検討チーム、基
盤地図情報整備・更新に関する検討チーム）を設置
した。
計画期間を通じて、ワーキンググループ及び検討
チームを設置し個別の課題の対応にあたるなど、戦
略的な体制の整備及び運用に努めた。

2 １章１
（１）

衛星測位に係る施
策の推進体制の見
直し等の検討

衛星測位に関する施策の推進体制
については、必要に応じて、平成２０
年５月に成立した宇宙基本法及びそ
れに基づいて設置される宇宙開発戦
略本部での議論や、平成２１年６月
に策定された宇宙基本計画等を踏ま
えつつ、宇宙基本法及び地理空間情
報活用推進基本法の基本理念に
沿って見直し等を検討する。

内閣官房（宇宙開
発戦略本部事務

局）

宇宙開発戦略本部の下に我
が国の測位衛星システムの推
進を検討する体制を整え、事
業計画の策定を行い、平成２４
年度予算措置の是非に関する
判断を行う。 ○

宇宙開発戦略本部の下に設置された宇宙開発
専門調査会において「宇宙空間の開発・利用の
戦略的な推進体制の構築について」をとりまと
めるとともに、「内閣府設置法等の一部を改正す
る法律案」を閣議決定するなど、内閣府におい
て準天頂衛星システムの開発・整備・運用を行う
ための体制整備に必要な検討等を行なった。

Ａ：十
分達成

宇宙開発戦略本部の下に設置された宇宙開発専門
調査会において「宇宙空間の開発・利用の戦略的な
推進体制の構築について」をとりまとめるとともに、
「内閣府設置法等の一部を改正する法律案」を閣議
決定するなど、内閣府において準天頂衛星システム
の開発・整備・運用を行うための体制整備に必要な
検討等を行なった。

１．関係主体の推進体制の整備と連携の強化

各種計画との連携（注） 平成23年度の達成状況
(達成した場合は具体的な内容）

(未達成部分がある場合はその内容と理由)

前基本計画期間（H20.4～H24.3）における達成状況
整理
番号

基本
計画
該当
箇所

施策名 施策概要 担当府省
（具体的な）

 目標と達成期間

（政府が一体となった施策の推進とその体制整備）

（国と地方公共団体との連携・協力）
3 １章１

（２）
国と地方公共団体
との連携

地理空間情報の活用推進に関する
都道府県の担当者を対象とした会議
等を開催し、連携を図る。

国土交通省 各都道府県と連携を図るた
め、担当者会議等を平成２０年
度から実施する。

都道府県の基本法及び測量法の担当者会議を
全国10ブロックにおいて延べ52回開催し、国と
地方の連携強化を図った。

Ａ：十
分達成

都道府県の基本法及び測量法の担当者会議を全国
10ブロックにおいて延べ163回開催し、国と地方の連
携強化を図った。

4 １章１
（２）
１章５
２章３
（２）

統合型ＧＩＳの普
及・啓発の推進

統合型ＧＩＳの活用推進に関する都
道府県の担当者を対象とした会議を
開催し、普及・啓発の推進を図る。

総務省 統合型ＧＩＳの活用・推進を図
るため、統合型ＧＩＳ自治体連
絡会議を実施する。

統合型GISの活用推進に関する都道府県の会
議を平成23年12月12日に開催した。

Ａ：十
分達成

統合型GIS自治体連絡会議を開催し自治体間の連
携の強化とセミナーによる知識の向上を図った。

5 １章１
（２）

国と地方公共団体
等の連携による基
盤地図情報の整備

基本測量や公共測量の測量成果の
相互利用や測量作業の調整等につ
いて国と地方公共団体が連携し、基
盤地図情報・デジタル画像情報の整
備、適時の更新及び提供を行う。

国土交通省 平成２３年度までに市街化区
域・市街化調整区域におい
て、基盤地図情報・デジタル画
像情報を整備し、基本測量及
び公共測量を基に随時更新・
提供を行う。 ○

平成23年度は、約25千km2の基盤地図情報を
初期整備、約4千km2の基盤地図情報を更新し
た。その際、基本測量や公共測量の相互利用を
進める観点から基盤地図情報の整備にあたっ
ては測量法第44条に基づき公共測量成果の使
用に努めるとともに、公共測量の実施にあたっ
ては必要な空中写真を無償貸与している。ま
た、これらを通じて測量の重複を避ける観点で
適宜調整している。

Ａ：十
分達成

基盤地図情報の初期整備にあたり、測量法第44条
に基づき公共測量成果の使用に努めつつ、平成23
年度に全国の基盤地図情報を概成した。
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6 １章１
（３）

地理空間情報産学
官連携協議会の開
催

地理空間情報高度活用社会の実現
に向け、広く産学官の関係者、有識
者の参画する地理空間情報産学官
連携協議会を開催する。

推進会議 引き続き、地理空間情報産学
官連携協議会を開催する。

平成２２年７月に地理空間情報産学官連携協議
会全体会議（第３回）を開催したほか、設置され
ている３つのワーキンググループ（共通的な基
盤技術に関する研究開発ワーキンググループ、
防災分野における地理空間情報の利活用推進
のための基盤整備に係るワーキンググループ、
Ｇ空間ＥＸＰＯに関するワーキンググループ）は
継続的に検討を行った。

Ａ：十
分達成

平成20年度に、地理空間情報産学官連携協議会を
開催し、3つのワーキンググループ（共通的な基盤技
術に関する研究開発ワーキンググループ、防災分
野における地理空間情報の利活用推進のための基
盤整備に係るワーキンググループ 、Ｇ空間ＥＸＰＯ
に関するワーキンググループ）を設置した。
計画期間を通じ、地理空間情報産学官連携協議会
全体会議及び３つのワーキンググループについて
は、継続的に検討等を進めてきた。
平成２１年度に、共通的な基盤技術に関する研究開
発ワーキンググループにおいて、「地理空間情報の
利活用に係わる研究開発マップ」を纏め、平成２２年
度に改定した。

7 １章１
（３）

新産業創出への貢
献

地理空間情報の活用を中心に、技
術・市場・制度面の検討を積極的に
行っているｇコンテンツ流通推進協議
会などの民間団体における連携の取
組を促進する。

経済産業省 地理空間情報の認知度の向
上や、利活用の普及・促進をｇ
コンテンツ流通推進協議会等
の民間団体等と協力しつつ推
進する。

多くの民間団体、関係機関が参加するＧ空間Ｅ
ＸＰＯなどの場で、Ｇ空間プロジェクトの成果の発
信を行い、民間における連携を促進した。 Ａ：十

分達成

Ｇ空間プロジェクトの成果の発信を行い、民間にお
ける連携を促進。

8 １章１
（３）

ＪＩＳ原案作成委員
会のへ参画

官民の関係者からなるＪＩＳ原案作成
委員会を国内審議団体と連携して開
催し、地理空間情報に関する標準の
ＪＩＳ化に向けた検討に参画する。

経済産業省
国土交通省

・位置・空間情報に関するＷｅ
ｂなどの情報処理における記
述方法として、「空間」に関する
識別子Ｐｌａｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ（ＰＩ）
のＪＩＳ化を図る。（経済産業
省）
・ＩＳＯにおいて新たに国際規
格が確定した項目について、
必要に応じ、順次速やかにＪＩ
Ｓ化原案を作成する。（国土交

JIS原案作成委員会に参加し、地理空間情報に
関するISO規格のJIS化に向けた検討に参画し
た。また東日本大震災の地殻変動に伴う新たな
座標参照系｢日本測地系2011（JGD2011）｣をJIS
に反映するための原案を作成した。
JIS X 7136（地理マーク付け言語（GML））を制
定、JIS X 7105（適合性及び試験）、JIS X 7107
（空間スキーマ）、JIS X 7112（地理識別子によ
る空間参照）、JIS X 7115（メタデータ）、JIS X
7198（メタデータのためのJIS X 0806応用プロ

Ｂ：概
ね達成

JIS原案作成委員会に参加し、地理空間情報に関し
ISOにおいて新たに国際規格が確定した項目につい
て、JIS化に向けた検討に参画した。
経済産業省・国土交通省共管でJIS X 71**シリーズ
の制定・確認・廃止を行った。

（産学官の連携）

通省） ファイル）を確認、JIS X 7199（地理空間データ
交換用XML符号化法）を廃止した（経済産業省・
国土交通省共管）。

9 １章１
（３）

「Ｇ空間ＥＸＰＯ」の
開催の検討

「Ｇ空間ＥＸＰＯ」の開催について産業
界・学界と連携して検討する。

推進会議 Ｇ空間ＥＸＰＯ実行委員会構成
員によるシンポジウムを実施
する方向で産学官で連携して
企画・検討する。また、平成２４
年６月の開催予定の「Ｇ空間Ｅ
ＸＰＯ」に向けて企画・検討を行
う。

Ｇ空間ＥＸＰＯビジネスフォーラム２０１１に関して
は、東日本大震災の影響を考慮して中止となっ
た。平成２４年６月に開催予定の「Ｇ空間ＥＸＰＯ
２０１２」に向けて、産学官の連携のもとＧ空間Ｅ
ＸＰＯ実行委員会を開催し、所要の準備を行っ
た。

Ａ：十
分達成

産学官の連携により、平成２２年９月に「Ｇ空間ＥＸＰ
Ｏ」を開催し、新たな産業･サービスの創出や既存の
サービスの高度化･発展に関する、民間の提案や創
意工夫を掘り起こした。Ｇ空間ＥＸＰＯビジネスフォー
ラム２０１１に関しては、東日本大震災の影響を考慮
して中止となった。平成２４年６月に開催予定の「Ｇ
空間ＥＸＰＯ２０１２」については、平成２３年２月にＧ
空間ＥＸＰＯ実行委員会で決定し、所要の準備を
行った。

10 １章２ 地理空間情報の流
通における個人情
報保護、データの
二次利用等の課題
についての調査・
研究

ＧＩＳの利活用にあたっての個人情報
保護、データの二次利用等の地理空
間情報の提供・流通に関する課題の
調査・研究を行う。

国土交通省 平成２２年度に地理空間情報
活用推進会議において策定し
た個人情報保護・二次利用促
進に関するガイドラインについ
て、実用性の観点から検証を
行う。

○ ○

平成２２年9月に地理空間情報活用推進会議に
おいて策定されたガイドラインに関して、地方公
共団体の実務の側面から検証を行うとともに、
同ガイドラインへの理解を深めることを目的とし
て、測量成果に絞った解説書案を作成した。

Ａ：十
分達成

有識者検討会を経て、ガイドライン素案を作成した。
平成２２年9月に推進会議において策定されたガイド
ラインに関して、普及啓発・フォローアップを継続的
に実施してきた。

11 １章２ 国の安全に及ぼす
影響に関する調
査・研究

地理空間情報の提供・流通におけ
る、国の安全の観点から配慮すべき
事項に関する調査・研究を行う。

国土交通省 平成２２年度の調査結果を踏
まえ、平成２３年度も引き続
き、地理空間情報のうち、地図
や空中写真等に関する、国の
安全の観点から配慮すべき事
項について検討する。

平成２２年度までの調査結果を踏まえて、地理
空間情報のうち、地図や空中写真等に関して、
国の安全の観点から配慮すべき事項の精査を
行った。

Ｂ：概
ね達成

民間・地方公共団体等が公開・提供する地図・空中
写真の現状、また主要国おける地図情報等の提供
の際の取扱いや規制等について調査し、我が国に
おける今後の地図情報等の提供のあり方について
検討を行った。

２．調査・研究等の実施　

2



①IT戦
略

②新成
長戦略

③海洋
基本計

画

④宇宙
基本計

画

達成度を
選択してく

ださい

(達成した場合は具体的な内容）
(未達成部分がある場合はその内容と理由)

各種計画との連携（注） 平成23年度の達成状況
(達成した場合は具体的な内容）

(未達成部分がある場合はその内容と理由)

前基本計画期間（H20.4～H24.3）における達成状況
整理
番号

基本
計画
該当
箇所

施策名 施策概要 担当府省
（具体的な）

 目標と達成期間

12 １章２
２章２
（２）

整備・更新手法及
び品質評価等に関
する調査検討

モデル的な実証調査等を行い、基盤
地図情報の整備、更新、管理などを
効率化する研究を行う。

国土交通省 平成２３年度も引き続き、基盤
地図情報の整備・更新等に関
する手引き等の普及・啓発に
より、基盤地図情報の利活用
推進を図る。

「基盤地図情報を利用した地理空間情報整備の
ための手引」等の普及・啓発を図った。

Ｂ：概
ね達成

国及び地方公共団体等における効率的な基盤地図
情報整備・更新に資するための検討を行い、「基盤
地図情報を利用した地理空間情報整備のための手
引」に取りまとめるとともに、国･地方公共団体の関
係者への普及を図った。

13 １章２ 工事図面等を活用
した基盤地図情報
の更新技術の開発

工事で電子納品されるＣＡＤ図面の
情報を活用し、基盤地図情報を円滑
に更新する技術や基準を開発する。

国土交通省 道路基盤地図情報のシームレ
ス化作業の自動化を念頭に置
いて、部分更新（接合・標定）
技術のアルゴリズムを、平成２
３年度に開発する。

道路基盤地図情報のシームレス化作業の自動
化を念頭に置いて、部分更新（接合・標定）方法
のアルゴリズムを検討した。

Ｂ：概
ね達成

CAD→GISおよびGIS→CADコンバータの開発を行
い、図面接合手法と部分更新手法に関する試行実
験を行った。その結果、現行の部分更新方法では膨
大な作業（コスト）が伴うことが明らかになったことか
ら、道路基盤地図情報のシームレス化作業の自動
化を念頭に置いて、部分更新（接合・標定）方法のア
ルゴリズムを検討した。

14 １章２ 屋内外シームレス
測位技術の開発

GPS、ICタグ等を活用して、屋内外の
シームレス測位が容易に行える技術
を開発する。

国土交通省 平成２２年度までに、屋内外と
もにメートルレベルの精度で移
動体の位置を決定できる技術
を開発する。

○

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

GPSと、無線LAN、ICタグ等の技術を組み合わせ
て、概ね目標としたレベルの精度で屋内外でシーム
レスに位置を決定する技術を開発した。

15 １章２ 屋内外シームレス
測位環境の構築の
ための環境整備

衛星測位システム受信機をそのまま
屋内測位にも利用可能とするＩＭＥＳ
（Ｉｎｄｏｏｒ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を
活用した屋外～屋内を問わないシー
ムレス測位環境の構築に寄与するた
め、当該技術の利用拡大のための
普及啓発を行う。

文部科学省 ＩＭＥＳの技術仕様（準天頂衛
星システムユーザインタフェー
ス仕様書（宇宙航空研究開発
機構（ＪＡＸＡ）が平成２０年６月
に１．０版を公開、平成２３年２
月に１．２版に改訂）の付録に
記載）について、必要に応じて
更新を実施する。

○

平成23年度においては、平成23年6月に作成・
公開した衛星システムユーザインタフェース仕
様書（1.3版ドラフト）に対し、IMES情報の更新を
実施し、平成23年6月のユーザミーティングにお
いて当該更新情報の説明をした後、平成23年7
月に同仕様書（1.3版）を制定した。なお、平成24
年3月に同仕様書(1.4版)を制定したが、IMES情
報の更新はなかった。

Ａ：十
分達成

準天頂衛星システムユーザインタフェース仕様書
（1.4版）の付録に記載されているＩＭＥＳの技術仕様
を公開し、適切に維持した。

16 １章２ 位置情報認証技術
の研究開発

高精度・高信頼の時刻・位置情報を
容易に利用できるようにするために、
基準座標系の高精度化、測位におけ

総務省 平成２２年度までに基盤技術
を確立する。

平成２２年度に既に完了

Ａ：十

　平成２２年度まで実施した研究開発により、高精
度・高信頼の時刻・位置情報を容易に利用できるよ
うにするための基準座標系の高精度化、測位にお

る距離基準計測、位置情報認証の基
盤技術を確立するための研究開発を
行う。

分達成 ける距離基準計測、位置情報認証の基盤技術を確
立した。

17 １章２ 地球観測衛星の継
続的な開発

陸域観測技術衛星「だいち」（ＡＬＯ
Ｓ）の利用実証を通じてリモートセン
シング技術や画像処理技術の高度
化を図るとともに、分解能の向上など
レーダや光学センサの高度化に必要
な研究開発を行う。

文部科学省 継続して研究開発を実施する
ことにより、リモートセンシング
技術等の高度化を図る。

○ ○

「だいち」のレーダ観測機能を向上したALOS-2
の開発モデルの製作・試験を完了し、1-3mの高
分解能と広域観測の両立が実現可能であること
を確認した。また、東日本大震災により損傷を受
けた試験設備の修復に伴う設備輻輳による影
響を軽減するため、平成23年度第四次補正予
算によりフライトモデルの開発を加速し、SARア
ンテナの熱真空試験を平成24年度当初から開
始できるようにした。
「だいち」の光学観測機能を向上したALOS-3の
研究を継続し、0.8mの高分解能と広域観測両立
にあたって技術リスクである直下視光学センサ
について、大型主鏡の80％軽量化加工が可能
であることを試作により確認した。

Ａ：十
分達成

「だいち」の利用実証を通じて、「だいち」データの位
置精度の改善や画質の向上を図るなど、リモートセ
ンシング技術や画像処理技術の高度化に関する取
組を継続して実施した。
「だいち」による観測を継続・発展させるため、Ｌバン
ド合成開口レーダによる観測機能を向上させた
ALOS-2の開発モデルの製作・試験を完了し、平成
25年度打上げを目指し、フライトモデルの製造・試験
を開始した。また、光学観測機能を向上したALOS-3
について、試作によりセンサの軽量化加工が可能な
ことを確認する等、研究を継続し、開発移行の準備
を進めた。

18 １章２ ユビキタス空間情
報基盤技術の研究
開発

場所情報の管理・提供をコンピュータ
ネットワーク上で容易に扱うことを可
能とする基盤技術を確立するための
研究開発を行う。

総務省 平成２２年度までに基盤技術
を確立する。

○

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

　詳細な場所を特定できるコード（空間コード）の体
系化をはかるとともに、この空間コードの利用技術と
して、複数の方式を組み合わせて広範囲での位置
検出を可能とする複数位置検出方式の統合利用技
術、場所に関する各種の情報を空間コードに対応付
けて取得し利用可能とする場所情報取得技術、人
が理解しやすい各種場所表現と空間コードとの相互
に変換する場所表現変換技術を研究開発し、共通
基盤（プラットフォーム）技術として確立した。
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19 １章２ 地理空間情報の高
度利活用の研究開
発

時系列に整備された地理空間情報
を、効果的に環境保全・国土保全に
利活用する技術開発を推進する。ま
た、詳細な三次元地形データを、防
災に活用できる技術開発を推進す
る。

国土交通省 平成２２年度までに、時系列地
理情報の利活用のためのマ
ニュアルを整備する。また、詳
細な三次元地形データから斜
面危険区域を抽出するマニュ
アルを整備する。

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

時系列地理情報の利活用手法については、新旧地
形情報から盛土を抽出して評価する手法をHP で公
開した。詳細な三次元地形データから斜面危険区域
を抽出する手法のマニュアルを整備した。

20 １章２ 動線解析プラット
フォームシステム
の開発

都市空間における人の動きを把握す
るため、人の時空間的な位置を表す
データ（四次元ＧＩＳデータ）を活用し
て動線解析を行う技術の開発を行
う。

国土交通省 平成２１年度までに行ったプ
ラットフォームの改良をふま
え、平成２２年度に政策評価に
おけるITを用いた動線データ
活用方策をとりまとめる。

平成２２年度に既に完了

Ｂ：概
ね達成

交通系ICカードおよびプローブカーの動線データを
用いた道路事業の効果計測方法やバス停改善計画
の作成支援策を提案し、異なる動線データの組合せ
分析の有効・有用性を明らかにした。

21 １章２ GEO Gridの推進 衛星等によって入手された画像デー
タを有効活用するための大容量デー
タ処理技術の開発及びインフラ整備
を行う。
インフラ整備の一環として、効率的に
ペタバイト級の地球観測衛星のデー
タアーカイブシステムを構築する。

経済産業省 平成２２年度までに基本システ
ムを完成し、その後もインフラ
整備を継続する。

○ ○ ○

経済産業省開発センサーのアーカイブに対応す
べくペタクラスタシステムの導入を図った。
整理番号107、117とも連携し、省庁横断的な検
索と全体と多種多様なデータ統合の普及に向け
て、衛星プラットフォームへの展開を通じて
GEOGridを推進した。

Ａ：十
分達成

経済産業省の開発した衛星搭載光学センサー
ASTERの全データ（>200TB)をHDD上で即時処理で
きるシステムを構築した。また、その他の経済産業
省開発センサのデータにも対応すべくペタクラスシス
テムの導入を図った。この活動は整理番号107、117
とも連携し、全体としてGEOGridを推進するに至っ
た。

22 １章２ Ｇ空間プロジェクト
の推進

地理空間情報を活用した新たな産
業・サービスの創出と発展に向けた
取組を実施する。

経済産業省 平成２５年までに誰もが地理
空間情報を利活用し、楽しむこ
とができるような社会の実現を
目指し、地理空間情報の利活
用を促進するための流通基盤
の整備、生活や産業における
利用の高度化、測位衛星等か
らの位置情報を有効活用でき
る環境の整備等を行う。

○ ○

・屋内測位と3次元データベースの連携、クラウ
ドコンピューティングの活用による先進的サービ
スモデル実証を支援した。
・平時のサービスに加え、災害発生時などの緊
急時やボウタイのために位置情報を活用した対
応が可能なモデル実証を推進した。

Ａ：十
分達成

・多くの商業施設で実際に利用可能なフロアマップ
など簡略な平面図を利用した屋内空間DBを構築。
屋内測位と３次元空間モデルを連携させたサービス
モデルを検証。
・空間参照系DBに関し、構築ツール、ネットワーク
ツール　外部設計書、詳細設計書等を公開。
・地理情報DBに関し、ＡＰＩプログラム設計書、構築
ツール・プログラム設計書等を公開。
・流通フォーマット（エンコーディングガイドライン）を
公開公開。

153 １章２ 防災見える化の推
進

災害リスク情報等の防災上役立つ情
報について関係者が一目で理解でき
るようにするとともに幅広い応用も可
能にすることを目的とした「災害リス
クの見える化」を推進するため、産官
学の関係者を集めた検討会を実施
し、災害リスク情報に係るデータ作成
ガイドラインや標準インターフェース
仕様（アプリケーション・プログラムの
間でデータの取り出し等について共
通の動作が行われるようにするデー
タ変換等の仕様）等の検討、情報の
利活用の促進を図る上で必要なオン
トロジー（体系化された情報の区分
設定と共通名称の付与）を構築す
る。
また、災害対応物資・機材等のロジ
スティクス情報等を関係者が共有で
きるようにする「現場見える化」の検
討を行う。

内閣府 地理空間情報産学官連携協
議会の下でワーキンググルー
プを開催するなどにより、産学
官が連携して「防災見える化」
の推進に向けた検討を行う。

○

「災害リスク情報の見える化」では、産学官の意
見を聴取しつつ、平成２２年度までに、仕組み構
築の検討を進めた災害リスク情報のメタデータ
を登録・検索するための基盤（データ流通基盤）
の試作版に、災害・防災関連の情報提供サービ
スを検索する機能と、メタデータの登録の効率
化のために、他データ管理システムとの連携を
想定したメタデータ自動取り込み機能について
追加する仕組みを検討した。また、平成２２年度
までに作成した、災害リスクデータの仕様書（素
案）の修正を行うとともに、新たに火山被害想
定、発災時の被災概況のデータ製品仕様書（素
案）を新規に作成するとともに、データ製品仕様
書（素案）に基づく情報をXML形式へ変換するた
めのツールの検証と修正を行った。加えて、東
日本大震災時の災害リスク情報等の活用事例
について調査を行った。
「現場の見える化」では、東日本大震災の政府
支援物資のロジスティクスの現況と在り方に係
る検証を行った。

Ａ：十
分達成

　「災害リスク情報の見える化」では、平成20年度に
設定した5年間のロードマップに従い、平成23年度末
までに、産学官の意見を聴取しつつ、災害リスク情
報等の所在を明らかにする仕組みの検討を進め、メ
タデータの仕様を作成するとともに、災害リスク情報
及び災害・防災関連の情報提供サービスのメタデー
タを登録・検索するための基盤（データ流通基盤）の
試作版を構築した。データ仕様の明確・共通化を図
るための仕組みの検討を進め、地震被害想定、洪
水被害想定、土砂災害被害想定、道路被害状況、
公共交通機関被害情報、火山被害想定、発災時の
被災概況のデータ製品仕様書（データの内容、構
造、フォーマットを定めたもの）の素案を作成した。ま
た、データ製品仕様書（素案）に基づく災害リスク情
報をXML形式へ変換するためのツールを作成した。
　さらに、平成23年度は、「現場の見える化」の取組
を開始し、これまでに、東日本大震災の政府支援物
資のロジスティクスの現況と在り方に係る検証を
行った。
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154 １章２ ｅクリエーション空
間実証実験事業の
推進

地域やビル構内に偏在する様々な
情報を利用した地域活性化、コンテ
ンツ市場創造及び、子供からお年寄
りにとって安全安心な街づくりを推進
するため、個人のニーズにきめ細か
く応えるサービス基盤技術に電波、
照明技術などを組み合わせた実証
事業を行うと共に、実現に必要な国
際標準化、インフラ規制緩和等制度
的課題抽出を行う。

経済産業省 平成２０年度の先導的プロジェ
クトの結果をもとに、平成２３年
度までには、実証プロジェクト
を全国に展開する。

○ ○

Ｇ空間プロジェクトに統合して先進的なサービス
の市場創出を支援した。

Ａ：十
分達成

実際の公空間でのモデルサービスの実証事業を実
施した。
・渋谷では、ＡＲ（Augmented Reality：拡張現実）によ
る現実とネットの融合を推進するＡＲマーカーを活用
した実証事業を実施した。
・長崎、高知では、ＴＶコンテンツと位置情報を連動さ
せた実証事業を実施した。
・福岡では、地域の販売促進情報を共有し、複数の
メディアを使い、特定の場所で配信する実証事業を
実施した。

155 １章２ 次世代地球観測セ
ンサ等の研究開発

衛星搭載用ハイパースペクトルセン
サの開発を行う。また、資源探査、農
業利用、森林・環境監視等の利用技
術研究開発を行う。

経済産業省 平成２６年度までに空間分解
能３０ｍ、バンド数１８５を有す
るハイパースペクトルセンサを
開発する。また、ハイパースペ
クトルセンサから得られるデー
タを有効に活用するため、スペ
クトルデータベースの整備、資
源、農業、森林・環境監視等の
利用技術開発を行う。

○ ○

平成23年度までに、空間分解能30ｍ、バンド数
185を有するハイパースペクトルセンサのエンジ
ニアリングモデルを開発した。また、ハイパース
ペクトルセンサのエンジニアリングモデルを用い
て、電磁波性能試験、熱真空試験、光学性能試
験等の各種試験を実施し、ハイパースペクトル
センサが仕様を満足するか否かの確認を実施し
た。また、スペクトルデータベースを整備し、資
源、農業、森林・環境監視等の分野において７
種の利用技術開発を実施した。

Ａ：十
分達成

達成状況については、前記にほぼ同じであるが、ハ
イパースペクトルデータの利用技術開発において合
計９種の利容技術開発を完了した。今後は平成27
年度の打上げにむけ、ハイパースペクトルセンサの
フライトモデルの作成及び衛星とのインターフェース
調整を行う予定。また、平成28年度まで利用技術開
発をさらに促進する予定である。

156 １章２ 土砂移動を考慮し
た治水安全度評価
手法に関する研究

ＬＰ（レーザープロファイラ）データ等
を活用し、洪水時の侵食や堆積等土
砂移動を正確に予測し、沿川の治水
安全度評価を高度化する手法を検
討する。

国土交通省 平成２１年度に検討した地形
調査手法を踏まえ、平成２２年
度は治水安全度評価まで一連
の検討手法を一次構築し、課
題を抽出する。平成２３年度ま
でに課題を解決するとともに実
態調査法から安全度評価まで
を含めた治水安全度評価手法
を検討する

・河床洗掘に伴う護岸被災の信頼性評価手法を
作成した。
・作成した評価手法を用い、点検・維持管理によ
る護岸の被災危険性低減効果および点検・事前
予防対策・改築に必要な経費を試算した。
・この手法を用いることにより、河道特性に応じ
た合理的な点検・予防対策方法に関する基本的
考え方を整理するのに有用な情報が得られた。

Ｂ：概
ね達成

・河床洗掘に伴う護岸被災の信頼性評価手法を作
成した。
・この手法を用いることにより、河道特性に応じた合
理的な点検・予防対策方法に関する基本的考え方
を整理するのに有用な情報が得られた。
・管理の重点化を行うべき河床深掘れ区間が長い
場合は特に、スワス測深による河床高計測が効果
的・効率的な河床形状調査方法であると考えられ
たを検討する。 た。

157 １章２ 高度な画像処理に
よる減災を目指し
た国土の監視技術
の開発

大規模地震災害の被害を抑制する
ために、迅速な被災状況の把握を行
う技術開発を行い、その技術を応用
して災害事前対策を効率的に実施す
るものである。高度な画像処理情報
等をもとに発災前後の２時期におけ
る変化部抽出等による被災状況の情
報収集の迅速化とあわせて市街地
における火災シミュレーションの改良
や地盤の脆弱性評価システムを構
築し、高度な情報通信ネットワークの
利活用により「いつでも・どこでも・だ
れでも」迅速に被災状況やハザード
情報を把握できる社会を目指す。

国土交通省 平成20年度までに実施した、
基礎的な手法・技術の調査・
検討結果をもとに、平成２１年
度は、画像処理の流れを確立
し、地震の規模等に応じた適
用シナリオを作成するととも
に、地盤脆弱性評価システム
や市街地火災総合対策ツール
を構築する。また、電子納品さ
れたCADデータを用いた基盤
地図情報の更新手法を開発
し、災害情報収集・伝達システ
ムを拡充する。

平成２１年度に既に完了

Ａ：十
分達成

倒壊建物の発生分布を迅速に地図上で把握可能と
すること及び盛土箇所の位置と規模の把握手法の
確立や防火の事前対策用ツールの構築という目標
を達成した。主な研究成果は、発災時の空中写真撮
影可能条件の明確化に関する検証結果を、「災害時
における緊急撮影に関する協定」（H17.3国土地理
院・(財)日本測量調査技術協会）に基づく「災害時に
おける緊急撮影運用マニュアル」の改訂（H２１.12)に
反映している。また、盛土箇所の位置と規模の把握
手法が、H24.4に「大規模宅地造成地の変動予測調
査ガイドライン」(Ｈ18.9国土交通省都市・地域整備
局)の標準手法に位置づけられた。

173 １章２ サービスモデル普
及のための運用
ルール等に関する
調査

地理空間情報を活用したサービス実
現に向けた課題の抽出及び、全国的
な展開が可能となる活用のための
ルールや技術等に係る検討を行う。

国土交通省 平成２２年度に調査協力地域
と連携し、検討を行う。

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

平成２２年度に、先進的な自治体・地域を対象に調
査を行い、地理空間情報を活用したサービス普及に
向けた技術面・政策面の普及課題を抽出し、その解
決に向けての方策を検討した。さらに、分野横断的
に地理空間情報を活用する上での共通課題を抽
出・整理した。

5



①IT戦
略

②新成
長戦略

③海洋
基本計

画

④宇宙
基本計

画

達成度を
選択してく

ださい

(達成した場合は具体的な内容）
(未達成部分がある場合はその内容と理由)

各種計画との連携（注） 平成23年度の達成状況
(達成した場合は具体的な内容）

(未達成部分がある場合はその内容と理由)

前基本計画期間（H20.4～H24.3）における達成状況
整理
番号

基本
計画
該当
箇所

施策名 施策概要 担当府省
（具体的な）

 目標と達成期間

174 １章２ 高精度なデジタル
森林空間情報を生
物多様性の保全や
国土保全施策等に
活用するための
データ解析技術の
開発

デジタル空中写真撮影や航空レーザ
計測等の次世代の森林計測技術を
活用し、森林植生等の詳細な分析
や、山地災害発生時の影響度の推
測を行うための技術開発を実施し、
施策展開に向けた実用化を図る。

農林水産省 平成２４年度までに、デジタル
データを活用した効率的かつ
精度の高い調査・分析手法に
係る実用化技術を開発する。

技術開発に必要となるデジタル空中写真等を取
得するとともに、地況や林況調査を行った。これ
らデータを比較すること等により、半自動で樹種
の判別や林相の区分が可能となる基礎的な技
術を開発した。

Ｂ：概
ね達成

これまでに、デジタルデータを活用した効率的かつ
精度の高い森林測量及びデータ解析に関する技術
の基礎的な部分を概ね開発した。

175 １章２ 圃場環境ＧＩＳ－Ｄ
Ｂの構築と評価・
予測システムの開
発等への応用

土地利用、品種、気象条件などを含
んだ圃場環境ＧＩＳデータベースを構
築するとともに、このデータベースを
用い、水稲を対象とした地域スケー
ルでの組み換え・非組み換え作物間
の交雑率推定指標の高精度化を図
る。

農林水産省 平成２４年度までに指標の高
精度化を図るとともに、水稲以
外の作物への適応可能性を検
討する。

交雑率推定指標の算出にあたって、風向と圃場
の空間的関係を考慮することにより、精度を向
上させた。

Ｂ：概
ね達成

指標の高精度化は完了した。他品種への適応は，
現在検討段階である。

182 １章２ 地理空間情報を活
用した新事業の創
出・展開のための
産学官連携プロ
ジェクト

公益性の高い複数のサービス分野
において、実現を目指す先進的な取
り組み事例を調査し、公益的なサー
ビス等の新事業を創出・展開していく
ための共通的な課題について、ルー
ルや仕組みづくりを検討し、共通課
題解決のための運用指針を作成す
る。

国土交通省 平成２５年度に共通課題解決
のための運用指針を作成す
る。

「見守り、安全安心」「観光」「地域活性化」の公
益的な３分野について、全国で先進的な取組を
行っている地域と連携し、地理空間情報を活用
したサービスの試行を行い共通課題の検証を
行った。その結果を基に、各分野の地理空間情
報を活用したサービスの事業モデル（案）を構築
し、全国に普及するための手引きのあり方につ
いて整理した。

Ｂ：概
ね達成

共通課題の検証結果を基に、公益的な３つのサービ
ス分野の事業モデル（案）を構築し、全国に普及する
ための手引きのあり方を整理した。平成25年度まで
に共通課題解決のための運用指針を作成すること
となっており、引き続き作業を進める。

183 １章２ 航空レーザーデー
タを用いた土地の
脆弱性に関する新
たな土地被覆分類
の研究

樹高や植生の疎密度など新たな土
地被覆分類手法を構築し、土地被覆
が土地の脆弱性に与える影響を評
価する手法を提示してマニュアル化
する。

国土交通省 平成２５年度までに土地被覆
分類手法を構築するとともに、
評価手法の提示及びマニュア
ル化を行う。

航空レーザデータと毎木調査による現地調査の
結果を利用し、航空レーザデータと樹高・樹木密
度の対比等の研究作業を行った。 Ａ：十

分達成

平成23年度に開始した標記研究について、これまで
に航空レーザデータと毎木調査による現地調査の
結果を利用し、航空レーザデータと樹高・樹木密度
の対比等の研究作業を行った。

184 １章２ 公共的屋内空間に
おける三次元ＧＩＳ
データの基本的仕

公共的屋内空間について、避難計画
の策定等に必要となる三次元ＧＩＳ
データの基本的な仕様案を作成す

国土交通省 平成２５年度までに基本的な
仕様案と既存資料を活用した
効率的な三次元ＧＩＳデータの

平成23年度は、基本的な仕様の素案を作成す
るとともに、国土地理院庁舎を対象に既存資料
から三次元GISデータを試作し 既存資料利用

平成23年度までに、基本的な仕様案を作成するとと
もに、国土地理院庁舎を対象に既存資料から三次
元GISデータを試作し 既存資料利用における課題データの基本的仕

様と効率的整備方
法の開発

データの基本的な仕様案を作成す
る。また、既存の設計図面等をＧＩＳ
データに結合させることで、三次元ＧＩ
Ｓデータを簡便に整備する方法を開
発し、マニュアル案にまとめる。

効率的な三次元ＧＩＳデータの
作成方法に関するマニュアル
案を作成する。

○

から三次元GISデータを試作し、既存資料利用
における課題の洗い出し等を行った。 Ａ：十

分達成

元GISデータを試作し、既存資料利用における課題
の洗い出し等を行った。

185 １章２ ＶＬＢＩ２０１０観測シ
ステムの整備

我が国の位置情報基盤を安定かつ
高精度に維持し、複数プレートの重
なり合う日本周辺地域の地殻変動監
視をおこなうため、ＶＬＢＩ２０１０観測
システムを構築していく。

国土交通省 国際ＶＬＢＩ　事業（ＩＶＳ）におい
て、新システムへの移行が決
定され、平成２８年度から新シ
ステムを用いた本格的な国際
観測が開始される見込みであ
る。我が国の測地基準系を維
持していくためには、平成２７
年度末までに新システムに対
応したＶＬＢＩ　観測局を整備す
る。

観測システムの基本仕様を設計し、システム設
置場所の選定を行った。

Ａ：十
分達成

観測システムの基本仕様を設計し、システム設置場
所の選定を行った。（初年度のため平成23年度の達
成状況のとおり。）

23 １章３ 地理空間情報の利
活用促進のための
セミナーの開催等

地理空間情報の活用の有効性や技
術に関するセミナーや国の施策、国
と地方公共団体等との連携に関する
説明会等を開催する。またＧＩＳの普
及のためのパンフレットを作成する。

国土交通省 地理空間情報の活用の有効
性や技術に関するセミナーや
国の施策、国と地方公共団体
等との連携に関する説明会等
を全国で毎年実施する。また、
各種団体が実施するセミ
ナー、研修等に講師、講演者
等を派遣する。

地理空間情報の活用の有効性や技術に関する
セミナー並びに国の施策、国と地方公共団体等
との連携に関する説明会等を全国で実施（のべ
開催63回、講師派遣等30回）した。

Ａ：十
分達成

地理空間情報の活用の有効性や技術に関するセミ
ナー並びに国の施策、国と地方公共団体等との連
携に関する説明会等を全国で実施（のべ開催128
回、講師派遣等70回）した。「基盤地図情報を利用し
た地理空間情報整備のための手引」及び「地理空間
情報の高度利活用を目指して」（パンフレット）を作成
し、国･地方公共団体の関係者に配布した。「基盤地
図情報の利活用事例集」を作成、配布した。

３．知識の普及等
（セミナー等の開催）
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24 １章３ 地域における中核
組織と連携した知
識の普及

地域において、地理空間情報に関す
る専門知識を有する大学や民間企
業等からなる中核組織と連携したセ
ミナー等の開催や、地域ブロック別な
どで国とこれらのような中核組織が
連携を図るための検討を行う。

国土交通省 地域ブロック別などで国と地理
空間情報に関する専門知識を
有する大学や民間企業等から
なる中核組織の連携を図り、
意見交換会・協議会等を開催
する。

首都圏、北海道、九州及び沖縄の４ブロックにお
いて、地理空間情報に係る産学官連携強化の
ための情報交換会及びシンポジウム（首都圏は
シンポジウムのみ）を開催し、産学官の関係者と
の情報交換し一般にむけて情報発信した。
また、9地域に13の産学官の連携協議会を設置
（のべ23回開催）し、地理空間情報の高度利活
用に向けた啓発や基盤地図情報整備・更新に
関する各機関の連携方策について検討を行っ
た。

Ａ：十
分達成

計画期間を通じ、地方におけるGISの知識普及・利
活用の推進として、全国で情報交換会・セミナー等
を開催するとともに、9地域に13の産学官の連携協
議会を設置（のべ61回開催）し、地理空間情報の高
度利活用に向けた啓発や基盤地図情報整備・更新
に関する各機関の連携方策について検討を行った。

25 １章
３

地球観測衛星デー
タ利用に関する技
術研修の開催

陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）
を始めとする地球観測衛星の観測
データの普及・利用促進のため、リ
モート・センシングに関する知識・技
能を修得させることを目的とした技術
研修を開催する。平成２０年度は、
GISに関する研修を含め、３回（計９０
名）開催する。

文部科学省 地球観測衛星データの利用者
を増加させる。

平成２１年度に既に完了

Ａ：十
分達成

公務員、独立行政法人、国立大学法人等の職員を
対象に技術研修を実施し、平成20年度には63名、
平成２１年度には40名が参加。技術研修では参加
機関の利用ニーズを収集し今後の施策に反映させ
るとともに、参加機関においては、地球観測衛星
データの普及・利用促進に貢献。

26 １章
３
２章
３（２）

農地情報活用支援
事業

農地情報の整備・活用に係る先進的
事例を広く紹介するとともに地域に対
する技術的な指導・助言を行うことに
より、今後行われる農地情報の整
備・活用が効果的かつ効率的なもの
となるよう地域を支援する。

農林水産省 平成２２年度まで農業関係機
関を対象とした研修会を事業
実施県内において年１回以上
開催し、地域における農地情
報の活用を促進する。

平成20年度に既に完了

Ｂ：概
ね達成

農業関係機関を対象とした研修会を事業実施県内
において年１回開催し、地域における農地情報の活
用促進を図った。

27 １章３ 政府のＧＩＳポータ
ルサイトの充実

ＧＩＳの整備・普及に係る政府の取り
組み等について幅広く広報するた
め、政府の実施するＧＩＳ施策に係る

推進会議
（地理情報システ
ムワーキンググ

ＧＩＳポータルサイトの内容を充
実させ、国民に対して利用価
値の高い情報を提供する。

ＧＩＳポータルサイトの運用を継続的に実施し、内
容の更新を行った。

Ａ：十
分達成

平成20年度に、ＧＩＳポータルサイトの更新を行い、
試験公開から実運用に移行した。
計画期間を通じ、ＧＩＳポータルサイトの内容を充実

（インターネットによる情報提供）

め、政府の実施するＧＩＳ施策に係る
総合的なポータルサイトの運用を継
続する。

ムワ キンググ
ループ）

値の高い情報を提供する。
分達成

計画期間を通じ、ＧＩＳポ タルサイトの内容を充実
させ、国民に対して利用価値の高い情報を提供し
た。

28 １章３ 地理情報共用Web
ゲートウェイの構
築

府省横断的な地理情報の利活用を
図るため、各府省のシステムが共通
して備えるインターフェイスの普及を
促進するとともに、ユーザが各府省
の地理空間情報を使うためのゲート
ウェイを政府のＧＩＳポータルサイトに
構築する。

推進会議
（地理情報システ
ムワーキンググ

ループ）

内容の更なる充実を図る。 利用者のニーズを調査し、内容の拡充に向けた
検討を行った。

Ａ：十
分達成

平成20年度に、「地理情報共用Web システムゲート
ウェイ」を試験運用から実運用へ移行させた。
計画期間を通じ、政府の主要なWebGISサイトを接続
し、内容の更なる充実を図った。

29 １章３ 官民連携ポータル
サイトに関する検
討

民間と連携して官民の情報を総合的
に提供するポータルサイトの構築に
ついて検討する。

国土交通省 ＧＩＳ－ＪＡＰＡＮ　ポータルサイ
ト（仮称）を公開し、試験運用
の準備を進める。

GIS-JAPAN ポータルサイト（仮称）の公開へ向
けて準備を進めてきたが、セキュリティ環境の整
備などの課題が明らかになったところ。官民等、
多様な主体の連携で地理空間情報の共有と相
互利用を推進するために必要な環境の整備に
向けた検討をあらためて行うこととし、それを進
めているところ。

Ｂ：概
ね達成

GIS-JAPAN ポータルサイト（仮称）の公開へ向けて
準備を進めてきたが、セキュリティ環境の整備など
の課題が明らかになったところ。官民等、多様な主
体の連携で地理空間情報の共有と相互利用を推進
するために必要な環境の整備に向けた検討をあら
ためて行うこととし、今後も継続して進めていく。

30 １章４ 地理空間情報の活
用を担う人材育成
の推進

測量士及び測量士補のあり方及び
測量士及び測量士補試験の科目に
地理情報システム及び汎地球測位
システム測量を追加することについ
て検討する。また、測量技術者にか
かる資格制度について検討を行う。

国土交通省 平成２１年度から測量士及び
測量士補試験の科目に地理
情報システム及び汎地球測位
システム測量を追加している。
また、測量行政懇談会の下に
設置されている測量資格制度
部会において、引き続き、測量
技術者にかかる資格制度につ
いて検討を行う。

平成２１年度より、測量士及び測量士補試験の
科目に地理情報システム及び汎地球測位シス
テム測量を追加した。また、測量技術者にかか
る資格制度については、第11回測量行政懇談
会において、測量資格制度部会に関する報告を
行った。

Ｂ：概
ね達成

平成２１年度より、測量士及び測量士補試験の科目
に地理情報システム及び汎地球測位システム測量
を追加した。また、測量技術者にかかる資格制度に
ついては、第11回測量行政懇談会において、測量
資格制度に関する報告を行った。

４．人材の育成
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31 １章４ 大学等と連携した
地理空間情報に関
する教材の開発・
普及

地理空間情報の活用方法について、
大学等と連携したカリキュラムの提
供及びテキストの作成等を行い、大
学等や地域において地理空間情報
の活用を担う人材の育成を推進す
る。

国土交通省 完成したテキストの高度化を
図り、普及方策等の検討を行
う。

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

平成２２年度にカリキュラム・テキストを完成し、目標
を達成した。平成23年度はＨＰで公開するとともに、
セミナーを開催し、本プログラムの普及を進めてき
た。

158 １章４ 教育分野への地理
空間情報の活用推
進プロジェクト

初等中等教育において利用できる、
地理空間情報・ＧＩＳを活用した学習
プログラム等を作成する。

国土交通省 平成２３年度までに学習プログ
ラム等を作成する。

平成23年度は、過年度の検討を踏まえ、教員向
け研修プログラムを改良し、4地域において試
行・検証を行った。その結果を踏まえ、研修教
材、研修実施者向け手引き、事例集等からなる
初等中等教員向け研修プログラム・パッケージ
を作成し、ホームページで公開した。

Ａ：十
分達成

３ヶ年のモデル地域における研修プログラムの試
行・検証を踏まえて、全国に展開可能な研修プログ
ラム・パッケージを完成し、ホームページで公開し
た。

186 １章４ 地方公共団体にお
ける地理空間情報
の高度活用促進

地方公共団体等において、地理空間
情報を高度に活用する個別行政ニー
ズに対応する人材育成プログラムを
体系的に整備することにより、空間
分析能力の高い人材を育成し、地理
空間情報の高度な活用を促進する。

国土交通省 平成２５年度までに、地方公共
団体等の個別行政ニーズに対
応する、地理空間情報に関す
る人材育成プログラムを体系
的に整備する。

　 　 　 　

平成23年度は、防災をテーマとした人材育成プ
ログラム及び教材を作成し、全国2箇所で、プロ
グラムの実施・検証を行った。

Ｂ：概
ね達成

大学との連携により、地理空間情報活用専門家を
育成するためのプログラムの実施・検証を行い、実
施成果をホームページで公開した。平成25年度まで
に人材育成プログラムを作成することとなっており、
引き続き作業を進める。

32 １章５
２章３
（１）

総合防災情報シス
テムの整備

防災関係機関が有する防災情報を
共通のシステムに集約し、その情報
にいずれからもアクセスし、入手する
ことが可能となることを目指した共通
基盤を整備する。

内閣府
関係府省

システムの運用を継続的に実
施する。

○

これまで整備してきた防災情報共有プラット
フォームに加え、別途運用されていた「地震防災
情報システム」及び「人工衛星等を活用した早
期被害把握システム」を統合し、「総合防災情報
システム」として引き続き平成23年５月から運用
を開始している。

Ｂ：概
ね達成

防災情報を共有する共通基盤として、システムの運
用を継続的に実施してきたところ。東日本大震災に
おける活用状況を踏まえ、防災関係機関とのさらな
る情報共有を目指したシステム運用の改善を図る。

33 １章５ 犯罪情報分析にお
けるＧＩＳの活用

犯罪統計、犯罪手口等の情報を電子
地図上に表示し 他の様々な情報を

警察庁 情報分析支援システム（ＣＩＳ
ＣＡＴＳ）を積極的に活用す

連続窃盗など様々な犯罪捜査に情報分析支援
システム（CIS CATS）を活用した また 分析の

連続窃盗など様々な犯罪捜査に情報分析支援シス
テム（CIS CATS）を活用した また 分析の効果的

（国における活用）
５．行政における地理空間情報の活用

けるＧＩＳの活用 地図上に表示し、他の様々な情報を
組み合わせるなどして犯罪発生場
所、時間帯、被疑者の特徴等を分析
し、よう撃捜査（犯行予測に基づき捜
査員を先行配置して検挙する捜査）
等を支援する情報分析支援システム
（ＣＩＳ－ＣＡＴＳ）を積極的に活用す
る。

－ＣＡＴＳ）を積極的に活用す
る。

システム（CIS-CATS）を活用した。また、分析の
効果的事例を共有し、積極的な活用を推進し
た。

Ａ：十
分達成

テム（CIS-CATS）を活用した。また、分析の効果的
事例を共有し、積極的な活用を推進した。

34 １章
５

面積統計調査 衛星画像及び地理情報システムを活
用し、耕地面積を把握する際に必要
となる母集団整備の効率化を図る。

農林水産省 母集団整備において、適宜衛
星画像及びＧＩＳを活用し、作
業の効率化を図る。

平成20年度に既に完了

Ａ：十
分達成

母集団整備において、適宜衛星画像を活用するとと
もに、ＧＩＳを導入して作業の効率化を図った。

35 １章５ 特殊土壌地帯推進
調査

地理情報システムを活用し、特殊土
壌地帯対策の実施状況等の情報と
数値地図情報との一元化を図り、実
施状況等を整理したデータベースを
更新する。

農林水産省 引き続き運用する。 気象データの更新、ハザードマップ公開有無の
情報のGISデータ整理。

Ｂ：概
ね達成

気象データ、災害関係データ、土地分類基本調査
データ（花崗岩分布地）、市町村変遷データ等の整
理。

36 １章５ 国有林地理情報シ
ステムの運用

国有林における森林情報を一元的に
管理する森林ＧＩＳの運用等を行い、
国有林野の管理経営の効率化を図
る。

農林水産省 引き続き運用する。 森林ＧＩＳが各種調査などの現場業務に活用さ
れ、国有林野の管理経営が効率的に行われ
た。

Ｂ：概
ね達成

森林ＧＩＳが各種調査などの現場業務に活用され、
国有林野の管理経営が効率的に行われた。

37 １章５ 地質資源情報の電
子化

鉱物、燃料、地熱等の地質資源に関
わる情報を、ＧＩＳ化したデータベース
として整備する。石油等の資源開発
及びこれに関連する環境管理等での
地球観測衛星データの利用技術に
おいてＧＩＳを活用する。

経済産業省 出版済みの各種地質資源図を
電子化して整備を図る。

○ ○ ○

5万分の1地質図，20万分の１地質図，海洋地質
図などについて合計24図幅をベクトル数値化し
た。

Ｂ：概
ね達成

5万分の1地質図，20万分の１地質図，海洋地質図
など地質資源に係る基盤情報の数値化を計画通り
実施している。
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38 １章５ 国立・国定公園総
点検事業

全国の国立・国定公園について、科
学的データに基づき、指定状況等の
総点検を実施する。

環境省 平成２３年までに、全国の国
立・国定公園の総点検を実
施。その後、成果を活用して引
き続き公園計画の点検を実施
する。

西表島及び錦江湾について、国立公園区域の
大規模拡張を実施。また、７つの国立・国定公園
において公園計画の点検を実施した。

Ａ：十
分達成

国立・国定公園の総点検を実施した。国立・国定公
園の新規指定、大規模拡張及び公園計画の点検を
実施した。

159 １章５ 水稲作付面積調査
における衛星画像
活用事業

水稲作付面積調査の科学的かつ効
率的な実施を可能とするため、衛星
画像データとＧＩＳデータ（水土里ネッ
ト）を活用した面積求積手法の開発
を行う。

農林水産省 水稲作付面積調査の科学的
かつ効率的な実施を可能とす
るための手法を開発する。

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

衛星画像データとGISデータを用いて、ほ場における
「水稲作付地判別・求積手法」を開発した。

160 １章５ 大深度地下利用に
関する情報の整備

事業者等が個別に保有している鉄道
等の地下の埋設状況等、地下情報
のワンストップサービス化を図るた
め、大深度地下に関する情報システ
ムの整備を行う。

国土交通省 継続的に管理・運用する。 平成２２年度に整備を完了し、管理・運用を実施
した。

Ａ：十
分達成

平成２２年度に整備を完了し、管理・運用中。

39 １章
２章２
（２）３
（２）

統合型ＧＩＳの技術
的支援

基盤地図情報を用いた地理空間情
報の整備・更新など地理空間情報の
電子的整備・更新に対して、講習会
の開催、技術相談対応、技術に関す
るセミナーなどの技術的支援を行う。

国土交通省 講習会の開催、技術相談対
応、技術に関するセミナーを開
催する。

国、地方公共団体における地理空間情報活用
のための説明会やセミナー等において、基盤地
図情報の整備・更新等に関する説明等を行っ
た。

Ｂ：概
ね達成

総務省主催の「統合型GIS共同化研究会」や、国、
地方公共団体における基盤地図情報整備・更新の
ための連携についての説明会やセミナー等におい
て、基盤地図情報整備・更新に関する技術的事項に
ついて説明を行った。

40 １章５
２章２
（２）
３（２）

統合型ＧＩＳの整備
に要する地方財政
措置

統合型ＧＩＳの整備に要する経費につ
いて地方財政措置を実施する。

総務省 継続的に実施する。 地方財政措置を継続的に実施した。

Ａ：十
分達成

普通交付税及び特別交付税の地方財政措置を継続
して実施した。

６．国際協力の推進

（地方公共団体における統合型ＧＩＳ導入促進）

41 １章６ 国際規格策定作業
への貢献

国際標準化機構（ＩＳＯ）における地理
空間情報に係る規格策定等の国際
的なルールづくりへ積極的に参加す
る。

経済産業省
国土交通省

・位置・空間情報に関するＷｅ
ｂなどの情報処理における記
述方法として、「空間」に関する
識別子Ｐｌａｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ（ＰＩ）
の国際規格化を図る。（経済産
業省）
・国際規格の規格策定作業と
して、国内委員会に参加すると
ともに、日本の国益を主張しつ
つＩＳＯの国際規格化を図る。
（国土交通省）

国際規格の規格策定作業として、国内委員会及
び、国内委員会幹事会に参加するとともに、日
本の国益を主張しつつISOの国際規格化を図っ
た。

Ｂ：概
ね達成

国際規格の規格策定作業として、国内委員会及び、
国内委員会幹事会に参加するとともに、日本の国益
を主張しつつISOの国際規格化を図った。

42 １章６ 海外技術協力の推
進

国連アジア太平洋地域地図会議、ア
ジア太平洋ＧＩＳ基盤常置委員会等
の国際的な地理空間情報活用の活
動を積極的に推進していく。

国土交通省 国連アジア太平洋地域地図会
議に政府代表として参加する
とともに、同会議の決議に基づ
き常設された同地域の地理情
報データ基盤整備のあり方、
そのための国際協調に関する
技術的・政策的協議をするた
めの会議、委員会を推進して
いく。

・平成23年度に地域地図会議は開催されていな
いが、実質の運営機関である常置委員会の活
動を、平成23年７月に国連経済社会理事会にお
いて設置が採択され、同年10月に韓国で第１回
目の会合が開催された「地球規模の地理空間
情報管理に関する国連専門家委員会」にて報告
するとともに、常置委員会小会合に参加した。
・平成24年2月にマレーシア国で開催された「地
理空間情報活用政府及び社会に関する国際シ
ンポジウム」に参加し、常置委員会が取り組んで
いる地理空間情報の推進について議論した。

Ａ：十
分達成

・この間に開催された地域地図会議、常置委員会、
地球規模の地理空間情報管理に関する国連専門家
委員会の公式・非公式会合会に参加し、常置委員
会の副会長国として議事をリードするとともに、同地
域のデータ整備の在り方やそのための技術的・政策
的協議を行った。
・平成21年10月のアジア太平洋GIS基盤常置委員会
の改選では、国土地理院職員が副会長に選出され
るなど、副会長国として当該地域の国家測量地図作
成機関との情報交換など、積極的に常置委員会活
動に携わった。

43 １章６ 国際ＧＮＳＳ事業（Ｉ
ＧＳ）への参加

国際ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ
Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）事業等が実施
する国際測地観測等への参加を行
う。

国土交通省 登録局を安定的に運用する。 国内等ＧＰＳ衛星軌道追跡局のデータを収集
し、ＩＧＳに提供した。また、安定的運用が図られ
るよう、機器の維持管理を行った。

Ａ：十
分達成

軌道追跡局として登録された国内等７局を安定的に
運用してIGSデータセンターにデータを提供し、衛星
軌道情報作成や国際座標系構築に貢献した。

６．国際協力の推進
（会議等への参画）

（データ整備・提供等）
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44 １章６ 地球地図プロジェ
クトの推進

我が国を中心とする各国との国際協
働により、地球陸域全体の数値地図
データセットを整備する「地球地図プ
ロジェクト」の推進を図る。

国土交通省 平成２４年度までに地球地図
第２版を整備する。

○

地球地図第２版整備のための品質管理プログラ
ムの改良をするとともに、データ整備を実施し
た。 Ａ：十

分達成

地球地図品質管理プログラムの改良、及び、各国と
の協働による地球地図データ整備の進捗。

45 １章６ 各国の地質図等作
成

世界各国の地質調査機関から構成
されている世界地質図委員会（Ｃｏｍ
ｍｉｓｓｉｏｎ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｍ
ａｐ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ、　ＣＧＭＷ）に
おいて、東・東南アジアの陸域・海域
の１／５００万地質図を作成する。国
際プロジェクト“Ｏｎｅ　Ｇｅｏｌｏｇｙ”に参
画し、１／１００万全球デジタル地質
図の作成に協力する。

経済産業省 平成２４年までに東・東南アジ
ア地質図を作成する。ＯｎｅＧｅ
ｏｌｏｇｙプロジェクトに参加して
その推進に貢献する。

○ ○ ○

平成23年度は、東・東南アジアの地質図の原稿
を完成し、世界地質図委員会へ提出し、印刷の
手続きに入った．OneGeologyでは、新たにモン
ゴルやベトナムのデータを加え、配信の準備に
入ったほか、パキスタンなどと連携し、あらたな
データ整備の調整を行った．

Ｂ：概
ね達成

東・東南アジア地質図を作成した 。OneGeologyプロ
ジェクトに参加し、各国と連携してあらたなデータ整
備の調整を行うなど、その推進に貢献した。

46 １章６ 「センチネル・アジ
ア」プロジェクトの
推進等による衛星
データの提供

Ｗｅｂ－ＧＩＳを用いて地図データ等と
の重ね合わせによる付加価値のつ
いた地球観測衛星画像等をインター
ネットを通じて提供し、アジア地域の
国々で災害関連情報を共有する我
が国主導の「センチネル・アジア」の
推進等を通じ、我が国の陸域観測技
術衛星「だいち」（ＡＬＯＳ）などの地球
観測衛星の観測データを、開発途上
国を中心とした諸外国の関係機関に
提供する。

文部科学省 従来の活動を継続して実施す
るとともに、海外衛星との連携
等の実施により、「センチネル・
アジア」プロジェクトを推進す
る。
ただし、我が国の陸域観測技
術衛星「だいち」（ＡＬＯＳ）の地
球観測データの提供について
は、アーカイブデータの提供の
みとなる。

○ ○

24カ国・地域の68機関と、12国際機関の計80機
関の参加・協力の下センチネルアジアプロジェク
トを着実に実施した。また、衛星データの解析を
行い災害情報の抽出に貢献する枠組み(データ
解析ノード）がセンチネルアジアに設けられ、24
機関が参加した。
センチネルアジアとして25件の緊急観測を行
い、GIS を用いた地図情報との重ね合わせによ
るデータ等を関係機関に提供した。

Ａ：十
分達成

我が国主導の「センチネルアジア」の推進等を通じ、
アジア地域の国々で災害関連情報を共有する枠組
みを着実に拡大した。
陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）などの地球観
測衛星観測データの提供に加え、超高速インター
ネット衛星「きずな」も活用することにより、通信イン
フラの整備されていない開発途上国の関係機関に
提供する枠組みも確立した。
平成２２年からは国際災害チャータとの連携が実現
し、センチネルアジアから国際災害チャータへの緊
急観測要請も可能となり大規模災害に対するさらな
る貢献が可能となった。

161 １章６ 気候変動・グロー
バルマッピング
パ トナ シ プ事

国際機関等との連携強化し、気候変
動の緩和・適応策に関する議論や政
策決定における基礎資料として地球

国土交通省 気候変動に伴い深刻な被害が
想定されるモデル国に対策案
を作成し ワ クシ プにお

平成２１年度に既に完了 第15 回気候変動枠組条約締約国会議（COP15)に
おいて地球地図の利用促進のためのイベントを行う
とともに 国内研究機関等に対して 地球地図の利パートナーシップ事

業
策決定における基礎資料として地球
地図の利活用を促進する。

を作成し、ワークショップにお
いて同様の課題を持つ途上国
に紹介することで普及啓発・技
術移転につとめる。また、地球
地図をインターネット上で誰も
が簡単に利用できるツールを
試作する。

Ａ：十
分達成

とともに、国内研究機関等に対して、地球地図の利
活用についての意見交換を行った。また、地球地図
をインターネット上で誰でも簡単に利用できるツール
の試作版を作成した。

176 １章６ 気候変動・防災対
策の総合的推進

地球地図のグローバルスタンダード
化を行うことにより、関係諸国の気候
変動対策の立案能力の向上を図り、
気候変動対策において国際社会に
おける主導的役割を発揮する。

国土交通省 気候変動の緩和・適応策に関
する議論や政策決定過程にお
いて、地球地図に各種データ
を組み合わせて解析したモデ
ル事例を作成する。また、地球
地図をインターネット上で簡単
に利用できるツールの試験運
用を開始する。

地球地図をインターネット上で簡単に利用できる
ツールを開発し、インターネット上で公開した。

Ｂ：概
ね達成

地球地図に各種データを組み合わせて解析したモ
デル事例をとりまとめた。
地球地図をインターネット上で簡単に利用できる
ツールを開発し、インターネット上で公開した。

今後、多国間セミナー開催に向けて調整を行う。

47 ２章１
（１）

地理情報標準の整
備

ＩＳＯの国際規格に整合して地理情報
標準をＪＩＳ化する。また、地理情報標
準の普及のため、最新のＩＳＯ規格及
びＪＩＳ規格に基づいて体系化した地
理情報標準プロファイル（ＪＰＧＩＳ）を
適時に改訂するとともに、その普及を
図る。また、地理情報標準に準拠し
たデータ整備が円滑に進むよう技術
的な支援を行う。

国土交通省 ＩＳＯにおいて新たに国際規格
が確定した項目について、必
要に応じ、順次速やかにＪＩＳ
化原案を作成する。また、適時
にＪＰＧＩＳを改定するとともに、
ＧＭＬとJPGISを一体化する。

地理空間情報に関するISOの国際規格及びJIS
原案に関する動向を調査し、最新のISO規格及
びJIS規格に基づいた地理情報標準プロファイ
ル（JPGIS）改正案を作成した。

Ｂ：概
ね達成

地理空間情報に関するISOの国際規格及びJIS原案
に関する動向を調査し、最新のISO規格及びJIS規
格に基づいた地理情報標準プロファイル（JPGIS）改
正案を作成した。また、JPGISに準拠した地理空間
データ作成のためのメタデータ、応用スキーマを整
備し、公開した。

１．地理空間情報の整備・提供に関する基準等の策定・普及
（地理情報の標準化）

第２章　地理情報システム（ＧＩＳ）に関する施策
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48 ２章１
（１）

地理情報標準を使
用した基盤地図情
報の整備・提供

基盤地図情報を整備・提供する際に
は、率先して地理情報標準プロファイ
ル（JPGIS）、ＧＭＬを使用し、これら
の普及のための環境整備を図る。

国土交通省 基盤地図情報はJPGIS、ＧＭＬ
を使用して整備・提供する。

地理情報標準プロファイル（JPＧＩＳ）に準拠し
た、XML形式及びＧＭＬ形式を使用して基盤地
図情報を整備・提供した。

Ｂ：概
ね達成

地理情報標準プロファイル（JPＧＩＳ）に準拠した、
XML形式及びＧＭＬ形式を使用して基盤地図情報を
整備・提供した。

49 ２章１
（１）

地理情報標準の普
及

地理情報標準が地方公共団体や民
間においても使用されるよう、セミ
ナーの開催等の標準の普及活動や
技術支援を行う。

国土交通省 地理空間情報の標準化の普
及・啓発活動として、毎年全国
でセミナーを開催するほか、
ホームページで技術支援ツー
ルを必要に応じて提供する。

全国で開催した公共測量のセミナーにおいて、
地理空間情報の普及・啓発を行った。またホー
ムページで地理情報標準プロファイル（JPGIS）
に関する周知・助言を行い、技術支援ツールを
提供するとともに、JPGISに準拠した地図情報レ
ベル500及び1000の数値地形図データ作成のた
めの標準的な製品仕様書等を整備し、公開し
た。

Ｂ：概
ね達成

全国で開催した公共測量のセミナーにおいて、地理
空間情報の普及・啓発を行った。またホームページ
で地理情報標準プロファイル（JPGIS）に関する周
知・助言を行い、技術支援ツールを提供するととも
に、JPGISに準拠した地理空間データ作成のための
標準的な製品仕様書、品質評価表、メタデータ、応
用スキーマを整備し、公開した。

50 ２章１
（２）
２（１）

地理空間情報の位
置的整合性を担保
する方法の検討

モデル的な実証調査等を行い、基盤
地図情報を基準に整備した地理空間
情報の位置的整合性の検証を実施
し、地理空間情報の位置的整合性を
担保する方法を検討する。

国土交通省 平成２２年度に検討した位置
的整合性を担保する方法につ
いて、平成２３年度から地方公
共団体等に対して技術的支援
を開始する。

「地理空間情報を位置整合させて利活用するた
めの手引」等の普及・啓発を図った。

Ｂ：概
ね達成

地理空間情報の活用を推進するため、位置の基準
である基盤地図情報と地理空間情報の位置的整合
性を担保する方法の検討を行い、「地理空間情報を
位置整合させて利活用するための手引き」を作成す
るとともに、それらの普及・啓発を行った。

51 ２章１
（２）

地理空間情報の利
活用マニュアルの
作成

地方公共団体等におけるモデル実
証調査等を通じて、地理空間情報の
整備・共用・インターネットでの提供
等の取組に関する課題抽出・対応策
の検討を行い、地理空間情報の整
備・更新・提供・流通のルール等を定
めたマニュアル等の作成を３ヵ年か
けて実施する。

国土交通省 平成２１年度までに、マニュア
ル等を整備する。

平成２１年度に既に完了

Ａ：十
分達成

平成２１年度に、過年度の検討成果をまとめたマ
ニュアル等の整備を完了し、目標を達成した。
さらに、作成した手引きをＨＰにて公開するとともに、
広く地方公共団体等への普及を進めた。

52 ２章１ 地理空間情報を容 既存のＷｅｂサーバに所有される 経済産業省 ＳＶＧを使った地図表現につい SVG Tiny 1 2及びTiling and LayeringのJIS化に SVGにおける地図の表現及びサービスJIS原案作成

（地理空間情報全般の整備・更新・提供・流通に関するルール等）

52 ２章１
（２）

地理空間情報を容
易に組み合わせて
利用する方法の検
討

既存のＷｅｂサーバに所有される
データを重畳的に表現可能にする
ツール（ＳＶＧなど）に関する動向調
査等を行う。

経済産業省 ＳＶＧを使った地図表現につい
ては、平成２３年度中のＪＩＳ制
定を目指す。

SVG Tiny 1.2及びTiling and LayeringのJIS化に
ついて、規格協会の規格調整分科会で議論を
進めた。
ＪＩＳ化は平成24年度夏予定。

Ｂ：概
ね達成

SVGにおける地図の表現及びサービスJIS原案作成
委員会にてＪＩＳ制定の議論を進めた。

53 ２章１
（２）

地理識別子体系等
の調査検討

地名や住所等から地理空間情報上
の場所や地域の特定を可能とする地
理識別子の体系等に関する調査検
討を実施する。また、共有した地理空
間情報を容易に組み合わせて利用
する際のキーの一つである地名コー
ドについて検討する。

国土交通省 平成２３年度も引き続き、地名
コードについて検討を実施す
る。

平成23年度も引き続き、地名コードについて検
討を実施し、地名コードのうち住所及び信号交
差点のコードの仕様案を作成した。また、住居
表示地区の住所データは464市区町村について
インターネットによる追加提供を行った。

Ａ：十
分達成

地理識別子のコード体系についての原案の検討を
行い、地名コードの素案を取りまとめた。また、平成
23 年１月18 日から住居表示地区の住所データにつ
いてインターネットによる提供を開始し、平成24年３
月末時点で473市区町村の提供を行った。

54 ２章１
（２）
４（１）

地理空間情報の活
用における個人情
報の取扱いに関す
る実務上のガイド
ラインの策定

地理空間情報の活用における個人
情報の取扱いに関する実務上のガイ
ドラインを策定する。

推進会議 平成２２年９月に策定した「地
理空間情報の活用における個
人情報の取扱いに関するガイ
ドライン」の普及・啓発を図る。 ○ ○

平成24年3月に閣議決定された新たな地理空間
情報活用推進基本計画に、引き続き個人情報
の取扱いに関するガイドラインの普及啓発に努
めることについて明記した。

Ａ：十
分達成

平成２２年７月のパブリックコメント等を経て、９月に
地理空間情報活用推進会議において「地理空間情
報の活用における個人情報の取扱いに関するガイ
ドライン」を策定した。

55 ２章
１（２）
４（２）

地理空間情報を扱
う際のデータの二
次利用に関する実
務上のガイドライン
の策定

地理空間情報を扱う際の（データの
二次利用に関する）実務上のガイド
ラインを民間を含めた体制で検討し
策定する。

推進会議 平成２２年９月に策定した「地
理空間情報の二次利用促進
に関するガイドライン」の普及・
啓発を図る。

○ ○

平成24年3月に閣議決定された新たな地理空間
情報活用推進基本計画に、引き続き二次利用
促進に関するガイドラインの普及啓発に努める
ことについて明記した。

Ａ：十
分達成

平成２２年７月のパブリックコメント等を経て、９月に
地理空間情報活用推進会議において「地理空間情
報の二次利用促進に関するガイドライン」を策定し
た。
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56 ２章４
（３）

国の安全の観点か
ら配慮すべき事項
についての適切な
枠組みの構築

国は、地理空間情報の活用推進との
バランスを取りつつ、国の安全の観
点から配慮すべき事項について適切
な枠組みの構築を図る。

推進会議 適切な枠組みを構築する。 地理空間情報活用推進会議の下に設置されて
いる「国の安全に関する検討チーム」で、国の安
全の観点から配慮が必要な地理空間情報（地
図、航空写真、衛星画像等）について、対象とな
る情報の精査や配慮の方法、適切な枠組みの
在り方の検討を進めた。

Ｂ：概
ね達成

国の安全の観点から配慮が必要な地理空間情報
（地図、航空写真、衛星画像等）について、適切な枠
組みの基本的考え方を検討し、新基本計画に反映
した。

57 ２章１
（２）

国土変遷アーカイ
ブ整備

国土地理院が保有する旧版地図等
をアーカイブ化し、提供する。また、
過去に作成され、電子化や提供・流
通が図られていない地図や統計デー
タ等の歴史的資料の活用方策につ
いても検討する。

国土交通省 過去のデータ整備の防災、国
土管理、地域活性化等への利
活用について引き続き検討す
る。

平成23年度は、新たに空中写真アーカイブを約
８万枚、旧版地形図アーカイブを約200枚を整備
した。

Ｂ：概
ね達成

平成20年度～平成23年度までに、空中写真アーカ
イブを約98万枚、土地景観アーカイブを約84面、旧
版地図アーカイブを約5,100面作成した。

152 ２章１
（２）

日本及び世界の水
資源確保のための
情報の体系的な収
集・提供システム
の整備

我が国の水資源の確保を図り、世界
の水危機の解決に貢献するために、
水資源に関する体系的な情報収集・
提供・解析システムの検討を行う。

国土交通省 平成２３年度までに、水資源情
報の体系的な情報収集・提供
システムの整備を図る。

水資源情報（地下水、再生水、取水、排水等の
量・質・位置等）を共有するためのデータベース
及び既存のデータベース等を活用した、国内外
の水資源情報の収集・提供システムを構築す
る。また、収集した流域の水循環等、現状、課
題、各種施策による効果や影響の情報等を活
用した分かりやすい情報提供方法について検討
を行い、情報表示方法についてとりまとめを行っ
た。

Ａ：十
分達成

流域の関係主体が、流域における水資源に関する
情報を容易に入手し、流域の水資源状況を的確に
把握することにより、課題の共有や水利用改善の取
組への契機など、効率的な水利用となるような情報
共有・提供システムを構築した。

162 ２章1 都市・地域の基礎
的データ収集・利
活用方策検討調査

都市計画の評価やそれを踏まえたＰ
ＤＣＡサイクルを支える根拠として、
都市計画基礎調査の位置づけを強
化し、より効果的な都市計画の実現
を図るため、都市計画基礎調査ガイ
ダンス（調査編、分析編、利活用編）
を取りまとめる

国土交通省 平成２３年度までに、都市計画
基礎調査ガイダンスを作成す
る。

引き続き検討を行いガイダンス（案）を作成した。

Ｂ：概
ね達成

今後、有識者、都道府県等への意見照会等を予
定。

を取りまとめる。

187 ２章１ 場所情報コードの
活用推進

場所情報コードを共通の基盤として
整備・利用するために必要なガイドラ
インを策定し、新たな位置情報サー
ビスの創出を推進する。

国土交通省 平成２３年度末までにガイドラ
イン案を作成する。

○ 　 　 　

場所情報コードの利活用に関する産学官の共
同研究を実施しコードの発行・管理・利用におけ
る課題を検証。検証結果をガイドライン案として
取りまとめた。

Ａ：十
分達成

場所情報コードの利活用に関する産学官の共同研
究を実施しコードの発行・管理・利用における課題を
検証。検証結果をガイドライン案として取りまとめ
た。

58 ２章１
（３）

公共測量に係る作
業規程の準則の普
及促進

平成２０年３月に改訂した公共測量
に係る作業規程の準則を普及するた
め、測量法第３５条に基づき公共測
量の年度計画を把握するとともに実
施計画書の提出を促し、適切な技術
的助言の実施及び成果提出の促進
を図る。

国土交通省 毎年、年度計画の把握等を行
う。

測量法第35条に基づき国及び地方公共団体を
対象に、平成23年度、平成24年度に実施を予定
する公共測量の年度計画の調査を行った。
また、調査結果を基に測量の重複を排除等につ
いて助言を行い、測量成果の提出を促進するた
めの指導を行った。

Ｂ：概
ね達成

測量法第35条に基づき国及び地方公共団体を対象
に、各年度に実施を予定する公共測量の年度計画
の調査を行った。
これら調査結果を基に測量の重複排除等について
助言を行い、測量成果の提出を促進するための指
導を行った。

59 ２章２
（１）

主題図データの整
備・提供

防災、環境及び土地利用に関する各
種の主題図データ（地形分類や土地
利用など）の整備・提供を行う。

国土交通省 整備・提供する主題図データを
増加させる。

○

土地条件調査による首都圏・中部圏を対象にし
た都市域の改変地形情報の更新、及び、土地
利用データの各種主題図データ整備を実施し
た。

Ａ：十
分達成

宅地利用動向調査、土地条件調査及び都市域の改
変地形情報の更新、火山防災地形調査等を実施
し、各種主題図データの整備・提供を行った。

60 ２章２
（１）
（３）

国土数値情報の整
備・更新・ダウン
ロードサービス

土地利用、地価等の国土数値情報を
整備し、適時に更新するとともに、
データをインターネットで提供する。

国土交通省 毎年度整備・更新を行った情
報をインターネットでダウン
ロード可能とする。

土地利用、地価等の国土数値情報を整備、更
新するとともに、データをインターネットで公開し
た。

Ａ：十
分達成

土地利用、地価等の国土数値情報を整備、更新し、
インターネットで公開した。

（基盤地図情報の整備のための基準等の普及）

２．地理空間情報の整備・更新・提供の推進
（主題図等）　
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61 ２章１
（１）２
（１）
（３）

地質情報の整備 防災（地震動、土砂災害等）や国土
の有効利用に資するために、国土の
基礎的な基本情報としての地質情報
整備の推進を図る。

経済産業省 平成２６年度までに各種地質
図幅類を、５万分の１地質図幅
については国土の７５％を、２
０万分の１地質図幅において
は改訂を、海洋地質図におい
ては日本周辺海域の１００％を
カバーする。シームレス地質図
をウェブ公開し、整備・更新を
継続する。

○ ○ ○

5万分の1図幅5区画を完成した。海洋地質図に
おいては、5地域を整備した。シームレス地質図
は、20万分の1地質図幅4区画についてデータの
更新を行った。

Ａ：十
分達成

国土の基礎的な基本情報としての地質情報整備と
して、20万分の１地質図幅においては100％を、５万
分の１地質図幅については国土の74％を、海洋地
質図においては日本周辺海域の96％をカバーした。
シームレス地質図をウェブ公開し、整備・更新を継続
した。

62 ２章２
（３）

地盤情報の提供 国土交通省の持つ地質情報につい
て引き続き、データの整備を進め、順
次公開を行うとともに関係機関と共
有化を図る。

国土交通省 平成２３年度についても引き続
きデータの整備を進め、順次
公開を行う。

港湾空港関係の土性図を約18,000件を追加・公
開している。平成24年３月末現在、約9.4万件の
ボーリングデータを公開している。

Ｂ：概
ね達成

平成20年３月28日から国土地盤情報検索サイト
「Kunijiban」を開設し、電子国土を利用して地盤情報
を国民に無償で提供している。平成24年３月末現在
で、国土交通省の道路や河川などの直轄事業等に
おける約9.4万件のボーリング柱状図と土質試験結
果一覧を閲覧することが可能となっている。

63 ２章２
（１）

地すべり地形分布
図の電子化

日本全国の地すべり地形分布図を
作成し、Ｗｅｂで公開する。また、ＷＭ
Ｓ（地理情報を処理するための国際
規格）を用いて各種地理データとの
重ね合わせを円滑に進めるため、公
開システムの更新を行なう。Ｇｏｏｇｌｅ
Ｅａｒｔｈへの重ね合わせを進めるとと
もに、今後に向けてＷＦＳ（地理情報
を処理するための国際規格）への対
応を検討する。

文部科学省 平成２７年までに全国約１，１０
０面を作成し、Ｗｅｂ上での公
開を目指す。

○

平成23年度は「旭川」、「名寄」等32面分の地す
べり地形分布図を作成し、Web上で公開した。ま
た、Web-GISへの実装及びダウンロード提供
サービスの公開を行った。

Ａ：十
分達成

前基本計画期間中に271面を作成し、Web上で公開
した。具体的な目標とした「平成27年度までに全国
約1,100面」のうち、約980面を完了したこととなるた
め、目標達成に向けて十分に達成している。また、
地すべり地形GISデータの世界測地系への対応を完
了したことにより、WMSの実装を完了し、各種地理
データとの重ね合わせが可能となり、外部機関Web
サイトとの連携が実現した。WFSに関してWeb-GIS
のトレンドも含めた技術的な検討を行った結果、対
応を行わないこととした。

64 ２章２
（１）
（３）

火山地質図、活断
層図等の電子化

火山災害の軽減・防災計画に資する
ことを目的として火山地質図の整備
を進めるとともに、当該火山に関する
各種デ タを集積し 解説を加えた

経済産業省 平成２６年度までにこれまでの
成果を含め火山地質図累計19
図、火山 研究解説集２件を整
備する 活断層デ タベ

平成23年度までにこれまでの成果を含め火山
地質図累計16図、火山研究解説集２件を整備し
た。活断層データベースについては、活動セグメ

ト 見直し修 を行うとともに シ ム

火山地質図を２図（樽前火山、十勝岳火山）、火山
研究解説集を１件（有珠火山）整備した。活断層デー
タベースについては、検索システムのGoogleMaps化
を行うとともに シ ム 地質図と重ね合各種データを集積して解説を加えた

火山研究解説集を作成する。活断層
に関しては、活断層活動確率地図、
ストリップマップ、活構造図等の公開
済みデータをデジタル化・統合する。

備する。活断層データベース
については従来の活断層情報
と他の地質情報の統合化を進
め、ＧＩＳ化したデータベースと
して整備する。

○ ○

ントの見直し修正を行うとともに、1/20万シーム
レス地質図と重ね合わせ表示を可能とした。 Ａ：十

分達成

を行うとともに、1/20万シームレス地質図と重ね合
わせ表示を可能とした。

65 ２章
２（３）

環境ＧＩＳの整備運
用

環境の状況等に関するデータをデー
タベース化し、環境ＧＩＳから情報配
信するとともに、データのダウンロー
ドサービスを行う。

環境省 環境の状況等に関するデータ
を逐次更新する。

既存コンテンツについて、年に１回 最新のデー
タを追加更新した。

Ｂ：概
ね達成

期間中における最新のデータを毎年滞りなく追加更
新を行うとともに、わかりやすい情報提供に努めた。

66 ２章２
（１）

生息環境情報調査 環境との調和に配慮した土地改良事
業の推進と農村環境の保全形成に
資するため、広域農業地域を対象に
生息環境の評価区分を行い、生息環
境に関する地理情報を整備する。

農林水産省 平成２３年度までに全国の広
域農業地域のデータを整備す
る。

予定していた全13の広域農業地域で、生息環境
の評価区分を行い、生息環境に関する地理情
報を整備した。 Ａ：十

分達成

「平成23年度までに全国の広域農業地域のデータを
整備する」とした目標を達成した。

67 ２章２
（１）
（３）

生物多様性情報の
整備・提供

生物多様性情報の整備を継続し、閲
覧及びダウンロードによる提供を推
進する。特に２万５千分の１植生図の
整備、提供、ＧＩＳ化の推進を図る。ま
た、学術研究や自然環境モニタリン
グに資するため、国内及び国外にお
けるサンゴ礁の分布図を作成し、サ
ンゴ礁分布図の閲覧やダウンロード
サービスを行う。

環境省 ２万５千分の１植生図につい
て、平成２４年３月までに国土
の約６割整備・提供する。ま
た、平成２２年度までにサンゴ
礁の分布図を作成する。

２万５千分の１植生図について、平成23年度に
238面を整備・提供した。

Ｂ：概
ね達成

２万５千分の１植生図については、平成24年３月ま
でに2870面を整備し国土の61％の地域を整備し提
供した。

・サンゴ礁の分布図をＧＩＳ
＜自然環境計画課＞
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68 ２章２
（１）

国有林における数
値地図情報の更新

国有林における森林の状況の変化
等に伴う地図情報の修正を森林計画
樹立時に併せて実施し、森林吸収量
報告に必要となる森林の位置情報の
品質を高めるとともに、国有林野事
業の効率的な実施に資する。

農林水産省 概ね５年周期で国有林を占め
る地域の数値地図情報の更新
が完了するよう計画的に毎年
地図情報を更新する。

平成23年度は、森林計画樹立等の65計画区に
ついて、修正基本図に基づき、ラスターデータ及
びベクターデータを更新した。

Ａ：十
分達成

毎年、国有林の森林計画樹立に併せて地図情報を
更新した。

69 １章５
２章
２（１）
（２）
３（２）

水土里情報利活用
促進事業

農地や水利施設等に関する情報を
収集し、農業者等へ広く提供可能な
地図情報やオルソ画像を整備するこ
とにより、農村の振興等を目的とした
多様な取り組みの円滑な推進を支援
する。

農林水産省 平成２２年度まで全国的な地
図情報を整備する。

○

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

平成２２年度末までに、整備対象農地の約９割の地
図情報を整備した。
本事業で整備された地図情報は各種施策に利活用
されており、先の東日本大震災で被災した農地の災
害復旧事務の簡素化にも大きく寄与した。

70 ２章２
（３）

防災情報提供セン
ターによる防災情
報の提供

国土交通省内の各部局が保有する
防災に関する情報を集約し、防災情
報提供センターホームページにより
提供する。

国土交通省 引き続き、ホームページによる
情報提供を継続する。

ホームページの運用を通じて安定した情報集
約、情報提供を行った。 Ａ：十

分達成

ホームページの運用を通じて安定した情報集約、情
報提供を行った。

71 ２章２
（３）

水情報国土データ
管理センターによ
る水に関する情報
の提供

水に関する情報を集約し、水情報国
土データ管理センターホームページ
により提供する。

国土交通省 引き続き、ホームページによる
情報提供を継続する。

引続き、水情報国土データ管理センターホーム
ページによる情報提供を行った。

Ａ：十
分達成

水に関する情報を集約し、水情報国土データ管理セ
ンターホームページによる情報提供を継続して行っ
た。

72 ２章 国有財産情報公開
システムの運用

国有財産に関する一件別の情報、全
国の財務局等で売出中の入札物件
等の情報、統計情報などについて、
整備更新を行い、引き続き、閲覧・提
供に供する。

財務省 毎年度継続的に行う。 「国有財産一件別情報」、「売出中の国有地」等
の国有財産に関する情報や国有財産の現在額
等の統計資料について適時更新を行うなど、引
き続き情報提供を行った。

Ａ：十
分達成

「国有財産一件別情報」、「売出中の国有地」等の国
有財産に関する情報や国有財産の現在額等の統計
資料について適時更新を行うなど、引き続き情報提
供を行った。

73 ２章２
（ ）

取引価格等土地情
報 整備 提供

不動産市場の透明化・取引の円滑
化 活性化を図るため 取引当事者

国土交通省 継続的に更新・提供を行う。 平成23年度において、継続的に取引価格情報
更新 提供を行 た

継続的に取引価格情報の更新・提供を行い、平成
年 月末時点 全提供件数は 件とな（３） 報の整備・提供の

推進
化・活性化を図るため、取引当事者
の協力により取引価格等の調査を行
い、物件が特定できないよう配慮して
不動産取引の際に必要となる取引価
格情報等の提供を行う。

の更新・提供を行った。

Ａ：十
分達成

24年3月末時点での全提供件数は1,322,313件となっ
た。

163 ２章２
（３）

環境省大気汚染物
質広域監視システ
ム(そらまめ君)の
整備運用

大気汚染等の環境データを情報配
信する。

環境省 環境データを逐次更新する。 全国各地で測定されている環境基準が設定され
ている項目の他、一酸化炭素及び非メタン炭化
水素濃度並びに光化学オキシダント注意報等の
情報をリアルタイム（１時間毎）でホームページ
により提供した。

Ａ：十
分達成

全国各地で測定されている環境基準が設定されて
いる項目の他、一酸化炭素及び非メタン炭化水素濃
度並びに光化学オキシダント注意報等の情報をリア
ルタイム（１時間毎）でホームページにより提供した。

164 ２章２
（３）

環境省花粉観測シ
ステム(はなこさん)
の整備運用

花粉等の環境データを情報配信す
る。

環境省 環境データを逐次更新する。 ２月から６月まで、リアルタイム（１時間毎）で全
国各地の花粉飛散データをホームページにより
提供した。

Ａ：十
分達成

２月から６月まで、リアルタイム（１時間毎）で全国各
地の花粉飛散データをホームページにより提供し
た。

188 ２章３
（１）

ＰＲＴＲデータ地図
上表示システムの
運用

化学物質排出移動量届出制度（ＰＲ
ＴＲ制度）に基づき届け出られた個別
の工場・事業場における化学物質の
環境への排出量及び廃棄物に含ま
れて事業所の外に移動する量（ＰＲＴ
Ｒデータ）を地図上に表示する、「ＰＲ
ＴＲデータ地図上表示システム」を運
用する。

環境省 ＰＲＴＲ制度に基づき届出対象
化学物質の排出量及び移動
量を個別事業所単位に地図上
に表示。平成２２年度に運用
開始。平成２３年度は届出対
象事業となった医療業者等を
追加予定。

　 　 　 　

平成23年度は、届出対象事業となった医療業を
追加、また新規届出対象物質を追加。なお、平
成23年度から様式変更で新たに追加された項
目（公共用水域の排出先河川名称、移動先の下
水道終末処理施設名）が未対応

Ｂ：概
ね達成

PRTR制度に基づく届出対象化学物質の排出量及
び移動量を個別事業所単位に地図上の都道府県単
位に表示し、国民に地域における化学物質の排出
状況の情報提供を可能した。

74 ２章２
（３）

数値地図２５０００
の更新、提供

数値地図２５０００の更新、提供（刊
行、インターネット提供）を引き続き実
施する。

国土交通省 継続的な更新・提供を実施す
る。

数値地図25000の更新、提供について、オンライ
ン提供、CD刊行により実施した。 Ａ：十

分達成

継続的な数値地図25000の更新、提供を実施した。

（地形図）
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75 ２章２
（１）
（３）

街区レベル位置参
照情報等の整備・
更新・提供

街区レベル位置参照情報を年１回以
上更新する。さらに、大字・町丁目の
位置参照情報を整備し、更新する。

国土交通省 毎年度更新する。 位置参照情報（街区レベル、大字・町丁目レベ
ル）を整備し、更新した。 Ａ：十

分達成

位置参照情報（街区レベル、大字・町丁目レベル）を
整備し、更新した。

76 ２章２
（１）

海域の地理空間情
報の整備・提供

・我が国の領海及び排他的経済水域
において、海底地形の把握に資する
水深データの収集や大陸プレートの
動きを探る海底地殻変動観測等の
海洋調査等を行い、海洋に関する基
盤情報の整備を推進する。
・海上保安庁が保有する情報をビ
ジュアルに重ね合わせ表示する海洋
政策支援情報ツールの整備を進め、
各種海洋政策の企画、立案に寄与
する。

国土交通省 ・順次、海洋調査を実施し、海
図等については、状況を把握
してから国際基準に基づく手
続きにのっとり速やかに整備
する。・海洋政策支援情報ツー
ルは、平成２３年度末までに整
備する。

○ ○

海洋調査等を行い、海洋に関する基盤情報を整
備した。

Ａ：十
分達成

海洋調査等を行い、海洋に関する基盤情報を整備
した。

77 ２章２
（１）
（３）

統計ＧＩＳの拡充 政府統計に関連する情報の一元的
な提供を行う「政府統計の総合窓口
（ｅ－Ｓｔａｔ）」上に統計地理情報シス
テム（「地図で見る統計」（統計ＧＩＳ））
を整備・運用し、各府省が保有する
地域統計データの同システムへの登
録及び境域情報の整備を行い、各府
省が作成した統計情報を提供する。

総務省
関係府省

継続的に実施する。 システムの運用を継続的に実施し、新たに平成
２２年国勢調査及び世界農林業センサス並びに
人口動態統計の統計情報を提供した。

Ａ：十
分達成

　「政府統計の総合窓口」（e-Stat）上に統計地理情
報システム（「地図で見る統計」（統計ＧＩＳ））を整備
し、各府省が保有する地域統計データの同システム
への掲載及び境域情報の整備を行い、各府省が作
成した統計情報を提供した。

78 ２章２
（１）

統計の二次的利用
の推進

平成２１年４月１日に全部施行された
統計法、法に基づき策定された統計
の二次的利用に関する各種ガイドラ

総務省 継続的に実施する。 関係府省等における提供が円滑に進むように適
宜支援を行うとともに、統計の二次的利用制度
について、総務省ホームページや各種の学会等

改正統計法の全部施行に当たり、統計の二次的利
用に関する各種ガイドラインを策定し、各行政機関
に通知を行った（ガイドラインは平成23年３月に一部

（海域の地理空間情報）

（地名情報）　

（統計情報）　

の二次的利用に関する各種ガイドラ
イン及び政府として統計の整備方針
を定めた、公的統計の整備に関する
基本的な計画（「基本計画」）に基づ
き、統計の二次的利用の推進を図
る。

について、総務省ホ ムペ ジや各種の学会等
の場を活用した広報活動を行った。
　二次的利用が可能な統計調査について、平成
２２年度の24（オーダーメード集計20、匿名デー
タ４）から、23年度は29（オーダーメード集計23、
匿名データ6）に増加した。

Ｂ：概
ね達成

に通知を行った（ガイドラインは平成23年３月に 部
改定している。）
　また、関係府省等における提供が円滑に進むよう
に適宜支援を行うとともに、統計の二次的利用制度
について、総務省ホームページや各種の学会等の
場を活用した広報活動を行った。
　その結果、二次的利用が可能な統計調査につい
て、平成23年度末において29（オーダーメード集計
23、匿名データ６）となっており、制度開始当初の10
から約3倍に増加した。また、利用実績については、
制度開始後の累計で117件の申請があった。
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79 ２章
２（１）

公的統計の体系的
整備

平成２１年春に予定される統計法の
全部施行までに、公的統計の整備に
関する基本計画を策定する。

総務省 平成２１年春までに実施する。 平成20年度に既に完了

Ａ：十
分達成

　公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画
的な推進を図るため、統計法第４条第１項の規定に
基づき、「公的統計の整備に関する基本的な計画」
（以下「基本計画」という。）を、当初予定のとおり、統
計法の全部施行（平成２１年４月１日）前の平成２１
年３月13日に策定した。
　基本計画では、公的統計の整備に関する施策の
基本的方針や、講ずべき施策に係る現状・課題及び
取組の方向性等を記述した上で、平成２１年度から
25年度までの５年間に講ずべきより具体的な措置・
方策とともに、その担当府省及び実施時期を記述し
ており、「オーダーメード集計、匿名データの作成及
び提供」など、統計データの有効活用の推進に係る
措置・方策も盛り込まれている。
　基本計画に盛り込まれた内容について、政府全体
として継続的な取組を進めており、毎年度、統計法
第55条の規定に基づく統計法施行状況報告のス
キームを活用し、各府省の基本計画への対応状況
についてフォローアップを実施しているところ。

80 ２章２
（１）

国有林における空
中写真撮影

国有林における森林計画樹立にあ
たっての基礎資料として活用するた
めに、主として国有林が占める地域
を、計画的に空中写真撮影を行う。

農林水産省 概ね５年周期で国有林を占め
る地域の撮影を完了するよう
計画的に毎年撮影を実施す
る。

平成23年度分（16地区、17,329km2）について、
空中写真撮影を行った。

Ａ：十
分達成

毎年、国有林の森林計画樹立にあたっての基礎資
料として活用するため空中写真撮影を行った。

81 ２章２
（１）

国土の周期的な撮
影

平地を主とする地域及び離島の周期
的な撮影を行う。

国土交通省 概ね１０年周期で撮影を行う。

○

平地を主とする地域及び離島の約20千km2 の
空中写真撮影を行った。 Ｂ：概

ね達成

概ね10年周期で平地を主とする地域及び離島の撮
影を行った。

（空中写真）　

82 ２章２
（１）
（３）

空中写真の有効活
用の推進

国土交通省が保有する空中写真を
オルソ化し、インターネットで提供す
る。

国土交通省 提供する写真数を増加させ
る。

平成２１年度に既に完了
Ａ：十
分達成

国土交通省が保有する空中写真をオルソ化し公開
した。

83 ２章２
（３）

航空写真画像情報
所在検索・案内シ
ステムの充実

国、地方公共団体等の保有する空中
写真を、地図上でワンストップで検索
できる「航空写真画像情報所在検
索・案内システム」の接続機関を増
やす等の取組を充実させる。

国土交通省 接続機関を毎年増加させる。 平成23年度に新たに17 団体を追加して合計103
団体とし、航空写真画像情報所在検索・案内シ
ステムの充実を図った。 Ａ：十

分達成

計画期間を通じて、接続機関を引き続き増加させ、
航空写真画像情報所在検索・案内システムの充実
を図った。

84 ２章２
（１）

衛星画像の整備・
提供（ＡＳＴＥＲ）

資源探査用将来型センサ（ＡＳＴＥＲ）
による衛星画像の整備を行い、これ
をユーザーに提供する。

経済産業省 平成２３年度についても、地球
観測衛星データの継続的な提
供を行う。 ○ ○

当初の設計寿命を超えて、現在もASTERを運用
中。地上システムに蓄積された大量の未処理
データの高次処理を順次実施し、ユーザーへの
データ提供を実施した。

Ａ：十
分達成

当初の設計寿命を超えて、現在もASTERを運用中。
地上システムに蓄積された大量の未処理データの
高次処理を順次実施し、ユーザーへのデータ提供を
実施した。

85 ２章２
（１）

衛星画像の整備・
提供（だいち）

平成１８年１月に打ち上げられた陸
域観測技術衛星「だいち」搭載センサ
ＰＡＬＳＡＲによる衛星画像の整備を
行い、これをユーザーに提供する。

経済産業省 平成２３年度についても、地球
観測衛星データの継続的な提
供を行う。 ○ ○

平成23年５月の衛星本体の運用終了に伴い
PALSARも運用終了。衛星運用終了後は、地上
システムに蓄積された大量の未処理データの高
次処理を順次実施し、ユーザーへのデータ提供
を実施した。

Ａ：十
分達成

当初の設計寿命を超えて運用した上で運用を終了
した。また、運用期間に地上システムに蓄積された
大量の未処理データの高次処理を順次実施し、
ユーザーへの提供を実施した。

86 ２章２
（１）
（２）

陸域観測技術衛星
「だいち」（ALOS）
の運用

基盤地図情報の継続的な整備・提供
に資するため、関係府省や機関と連
携しながら、陸域観測技術衛星「だい
ち」（ＡＬＯＳ）による地図作成、全国５
万分の１の衛星画像の作成等の利
用実証実験を実施する。

文部科学省 衛星の運用及び利用実証実
験を継続することにより、基盤
地図情報の整備・提供等に貢
献する。

○ ○

「だいち」は、目標寿命５年を超え平成23年５月
12日に「だいち」の運用を終了した。また、国土
地理院と連携して、従来の空中写真測量では地
形図整備が困難であった地域にも「だいち」を用
いた地図作成・地図修正を実施した。
JICA及び,民間利用での国土の広いロシア、中
国、東南アジア、アフリカ諸国でも地図作成への
利用が行われている。

Ａ：十
分達成

「だいち」は、寿命設計３年／５年目標に対し、５年
３ヶ月のミッション運用を達成。これまでの累計は
654万シーンを取得した。｢だいち｣プロジェクトサクセ
ス評価基準の(1)陸域観測衛星技術の検証、(2)高分
解衛星データの実利用技術の検証（地図作成、地
域観測、資源探査、災害状況把握）について利活
用・技術成果を達成し、宇宙開発委員会によりエク
ストラサクセス評価を全て達成していると評価を受け
た。

（衛星画像）　
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87 ２章２
（１）
（２）

電子国土基本図の
整備・更新

基盤地図情報と整合の取れた地図
情報、デジタル空中写真を利用した
オルソ画像（地図と重ね合わせ可能
な写真）、居住地名や自然地名など
位置を検索するためのキーとなる地
名情報を整備・更新する。

国土交通省 国土の変化を捉え適時に地図
情報の更新を行う。平成２４年
度までに、市街化区域・市街
化調整区域内のオルソ画像を
整備する。国土を構成する島
等の地名情報を整備する。

・地図情報について、国土の変化を捉え継続的
に更新を実施した。
・オルソ画像について、市街化区域・市街化調整
区域の約9千km2を整備した。
・地名情報について、居住地名、島等の自然地
名の整備を進めた。

Ｂ：概
ね達成

・地図情報を電子国土Webで公開した。また、国土
の変化を捉え継続的に更新を実施した。
・市街化区域・市街化調整区域のオルソ整備を概ね
達成した。
・地名情報は、居住地名（約357千件）、島等の自然
地名（約36千件）について地名整備を行った。

88 ２章２
（２）

道路関係図面の電
子化

道路工事完成図等作成要領に基づく
電子化を進めるなど、道路関係図面
の電子化を進める。

国土交通省 データの整備・蓄積を進める。 道路工事完成図等作成要領に基づき、道路関
係図書の電子化を進めた。 Ａ：十

分達成

データの整備・蓄積を進めた

89 ２章２
（２）

地方公共団体への
技術的支援

地方公共団体においても、都市計画
基図など、通常、行政の各分野で整
備・更新している基盤地図情報に係
る項目を含む地図が基準に基づき電
子的に整備・更新され、できる限り新
鮮で高精度なものとして維持される
よう、技術的支援を行う。

国土交通省 引き続き、公共測量作業計画
に対し技術的な助言を行い、
測量成果が基準どおり作成さ
れているか審査を行い結果を
通知する。 ○

平成23年度は、測量計画機関から提出された公
共測量作業実施計画3,528件に対する技術的な
助言を行うとともに、基盤地図情報の利用や整
備･更新についても助言を行った。
また、測量成果が基準どおり作成されているか
審査を行った結果についても通知を行った。
また、測量成果が基準どおり作成されているか
審査を行った結果についても通知を行った。

Ｂ：概
ね達成

公共測量作業実施計画に対する技術的な助言を行
い、測量成果が基準どおり作成されているか審査を
行い、また結果の通知を行った。

90 ２章２
（２）

基盤地図情報の整
備・更新

基盤地図情報が様々な主体が整備
する地理空間情報の基準として活用
されるよう、国、地方公共団体等が整
備・更新した大縮尺地図データや既
存の数値地図２５００及び数値地図２
５０００をオルソ画像を利用するなど
して集約・シームレス化し、より利便
性の高い基盤地図情報の効率的な
整備を進め 平成２３年度までに概

国土交通省 平成２３年度までに全国の基
盤地図情報を概成する。

○

平成23年度は、約25千km2の基盤地図情報を
初期整備し、全国の基盤地図情報を概成した。
また、約4千km2の基盤地図情報を更新した

Ａ：十
分達成

平成23年度に全国の基盤地図情報を概成した。

（基盤地図情報）【基盤地図情報の整備・更新・提供】

整備を進め、平成２３年度までに概
成する。

91 ２章２
（３）

基盤地図情報の提
供

国及び地方公共団体が保有する基
盤地図情報を集約し、シームレスに
接合した縮尺レベル２５００、２５０００
相当の基盤地図情報を平成２０年度
からインターネットにより無償提供す
る。さらに、国以外でもこうした取組
が普及するよう、地方公共団体等へ
の働きかけや、相談体制の充実を図
る。

国土交通省 平成２０年度より、基盤地図情
報のインターネットによる無償
提供を開始した。引き続き、初
期整備・更新作業の完了した
データを順次、提供する。

平成23年度までに縮尺レベル2500を約9万
km2、縮尺レベル25000を全国提供している。

Ａ：十
分達成

縮尺レベル2500については都市計画区域のほぼ全
域を、縮尺レベル25000については全国提供してい
る。

92 ２章２
（３）

ワンストップサービ
スのシステム構築

国及び地方公共団体が公共測量に
おいて整備する各種の基盤地図情
報を円滑に流通させるため、その所
在を検索することができるクリアリン
グハウスの充実等を図るとともに、ワ
ンストップで提供するサービスを関係
機関と連携して実施する。

国土交通省 測量成果をワンストップで提供
するサービスを平成２１年４月
に運用を開始した。引き続きワ
ンストップサービスのシステム
運用を行う。

基本測量及び公共測量の測量成果の複製・使
用承認申請を受理する、測量成果利用申請の
ワンストップサービスの運用を平成２１年4月に
開始した。引き続きワンストップサービスのシス
テム運用した。

Ａ：十
分達成

基本測量及び公共測量の測量成果の複製・使用承
認申請を受理する、測量成果利用申請のワンストッ
プサービスの運用を平成２１年4月に開始した。引き
続きワンストップサービスのシステム運用を行う。

165 ２章２
（２）

基盤地図情報の法
定図書への活用方
策の確立

基盤地図情報を用いた法定図書作
成に関する作業マニュアル等につい
ての検討を行う。

国土交通省 基盤地図情報を用いた法定図
書作成マニュアルを平成２２年
度までに作成する。

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

「基盤地図情報を使用した数値地形図データ更新ガ
イドライン(案）」を作成し、国土地理院ホームページ
で公開した。

166 ２章２
（２）

山村境界保全事業 山村地域において、今後の地籍調査
の円滑な実施に向け、簡易な手法を
用いて境界に関する情報の保全を図
る。

国土交通省 土地境界の確認が困難な状
況となってきている山村地域
において実施する。

平成２１年度に既に完了

Ａ：十
分達成

平成20年度から平成２１年度にかけて延べ26市町
村で実施
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93 ２章２
（２）

都市再生街区基本
調査（土地活用促
進調査）

老朽化した木造建築物が密集してい
る密集市街地、中心市街地などを対
象として、街区外周の官民境界の位
置情報に関する調査を行う。

国土交通省 平成２１年度までに密集市街
地等を重点整備する。

平成２１年度に既に完了

Ａ：十
分達成

平成20年度から平成２１年度にかけて91市区町で
実施

94 ２章２
（２）

地籍調査の推進 土地の有効利用の基盤となる地籍
調査の推進を図る。

国土交通省 全国的に地籍情報の整備を進
める。

平成23年度には約１千㎢の地籍調査を実施
Ｂ：概
ね達成

平成20年度から平成23年度にかけて全国で約５千
㎢の地籍調査を実施

95 ２章２
（２）

登記所備付地図及
び公図の電子化

登記所備付地図及び公図の電子化
を行う。

法務省 平成２２年までに電子化を完
了する。

（平成２２年度中の完了を予定していたが、東日
本大震災の影響により、平成２３年度にも一部
実施した。）

Ａ：十
分達成

平成２３年度に電子化を完了。

96 ２章２
（２）

地籍整備 不動産登記法に基づく筆界特定制度
（筆界特定登記官が、関係資料や外
部専門家の意見に基づき、登記され
た土地の境界（筆界）を適正かつ迅
速に特定する手続き。平成１７年度
に導入。）や、裁判外紛争解決手続
の促進に関する法律に基づく裁判外
紛争解決制度（ＡＤＲ）も活用して、地
籍の明確化を推進していく。

法務省 地籍の明確化を継続して実施
する。

平成23年度においては，2,381件（速報値）の筆
界特定が行われており，地籍の明確化が推進さ
れた。

Ａ：十
分達成

平成20年度から平成23年度までに，9,674件の筆界
特定が行われ，地籍の明確化が図られた。

177 ２章２
（２）

都市部官民境界基
本調査

通常の地籍調査に先駆けて、国が地
籍調査の前提となる官民の境界情
報の整備に必要な基礎的な情報を
調査する。

国土交通省 地籍調査の実施が困難な都
市中心部等において、地籍調
査の推進を図る。

平成23年度は全国で約68㎢の都市部官民境界
基本調査を実施

Ａ：十
分達成

平成２２年度から平成23年度にかけて全国で約192
㎢の都市部官民境界基本調査を実施

178 ２章２
（２）

地籍整備推進調査 地籍調査以外の測量成果を地籍整
備に活用する仕組みである国土調査
法第１９条第５項指定制度の申請を

国土交通省 都市部において遅れている地
籍整備の進捗を図る。

平成23年度は約37団体において地籍整備推進
調査を実施

平成２２年度から平成23年度にかけて約43団体に
おいて地籍調査推進調査を実施済み

（基盤地図情報）【地籍調査、登記所備付地図等の電子化の推進】

法第１９条第５項指定制度の申請を
促進するため、都市部において民間
開発や各種公共事業等を行う場合
に、それに伴い実施される境界情報
の整備に必要な調査・測量費用の一
部を、国が補助する。

Ａ：十
分達成

179 ２章２
（２）

山村境界基本調査 山村地域において、境界に関する情
報を簡易な手法で早急に保全するた
め、土地の境界に詳しい者の踏査に
より境界情報を保全する。

国土交通省 土地所有者等の高齢化や村
離れが進み、土地所有者等に
よる土地境界の確認が困難な
状況となってきている山村地
域において実施する。

平成23年度は全国で約73㎢の山村境界基本調
査を実施

Ａ：十
分達成

平成２２年度から平成23年度にかけて全国で約156
㎢の山村境界基本調査を実施

180 ２章２
（１）

土地分類基本調査
（土地履歴調査）

土地の改変が進み不明確となってい
る土地本来の自然地形や改変履歴
に関する情報を整備した上で、災害
履歴等とともにわかりやすく提供す
る。

国土交通省 緊急に情報を整備する必要性
が高い人口集中地区及びその
周辺部において調査を実施す
る。

首都圏・中部圏において、4,168.8K㎡の整備を
実施。

Ｂ：概
ね達成

平成２２・23年度に、首都圏・中部圏において
7,250.3K㎡の整備を行った。
引き続き平成31年度までを計画期間とする国土調
査事業十箇年計画(平成２２年５月閣議決定)に基づ
き土地履歴調査を実施する。

189 ２章２
（２）

既存測量成果の活
用方策検討調査の
実施

用地取得図の作成後に行われた分
合筆の情報の追加や測量精度の確
認等を行い、登記所に備え付けるた
めの課題を整理し、その対応策を検
討する。

国土交通省 平成２３年度末までに登記所
に備え付けるための課題を整
理し、その対応策を検討する。

　 　 　 　

地方整備局等が作成した用地実測図に必要な
補正を加え、それを登記所備付図面とするため
の手法を法務省と連携して検討した。また、国土
調査法第19条第５項指定制度を活用し、平成24
年度以降に地方整備局等が作成する用地実測
図を登記所に備え付けることとしている。

Ａ：十
分達成

「平成23年度の達成状況」欄に同じ
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97 ２章２
（２）

民間測量成果の活
用

基盤地図情報の整備・更新における
民間測量成果の活用について検討
する。また、公共測量における民間
測量成果の活用について検討し、運
用を開始する。

国土交通省 基盤地図情報の整備・更新に
おける民間測量成果の活用に
ついて検討する。また、引き続
き公共測量における民間測量
成果の利活用について運用す
る。

民間測量の成果を活用しつつ、基盤地図情報
の整備・更新を円滑に進めるため、公共測量成
果が整備されていない地域においては、民間測
量成果の精度を確認し、基盤地図情報整備を進
めた。

Ａ：十
分達成

民間測量成果の精度を確認するなどその活用を検
討しつつ、円滑な基盤地図情報の整備・更新を進め
た。

98 ２章２
（２）

セミ・ダイナミック補
正の推進

基準点測量を計画的に実施するとと
もに、セミ・ダイナミック補正（基準点
測量の結果から地殻変動の影響を
取り除く方法）を推進する。

国土交通省 セミ・ダイナミック補正に必要と
なる地殻変動補正パラメータを
作成し毎年公開する。

６月27日に地殻変動補正パラメータを公開した。

Ａ：十
分達成

平成２２年１月から電子基準点のみを既知点とする
１級基準点測量にセミ・ダイナミック補正を導入した。

99 ２章２
（２）

基準点に関する情
報の整備・提供

基準点に関する情報を整備・管理
し、インターネットによる提供のため
「基準点ＧＩＳ」を構築する。

国土交通省 平成２３年度末までに、未点検
のデータを登録する。また、閲
覧サービスの利便性向上のた
め、システムの高度化を図る。

平成23年度は、基準点データを順次点検した
後、基準点GISに登録し運用した。
また、平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震に伴い、測量成果の改定を広域な範囲で処
理するための基準点ＧＩＳシステムの改良を実施
した。

Ａ：十
分達成

平成20年度～平成23年度までに、約13万点の基本
基準点及び約42万点の公共基準点を基準点GISに
登録し運用した。また、引き続き基準点GISの運用を
行う。

100 ２章２
（２）

インテリジェント基
準点の整備の推進

基準点にＩＣタグを付加したインテリ
ジェント基準点の整備・導入を順次図
り、その普及啓発活動や関係機関に
対する技術的支援を行い、基準点の
維持管理及び活用の高度化に努め
る。

国土交通省 平成２４年度末までに高度地
域基準点２，４００点のインテリ
ジェント化を図るとともに、公共
基準点への導入を推進する。

高度地域基準点575点のインテリジェント化を実
施。

Ｂ：概
ね達成

平成24年3月までに三角点2万点のインテリジェント
化を行った。

101 ２章２
（２）

離島の位置情報基
盤整備

海洋を含む国土の総合的な管理の
観点から、遠隔の離島における基準
点の設置、維持、管理を実施してい
く。

国土交通省 平成２０年度から平成２１年度
までに当初目標の３島につい
て基準点を整備した。平成２２
年度から平成２４年度末まで
に基準点が未設置の離島のう

○

長崎県の白瀬に三角点の整備を行った。

Ａ：十
分達成

当初計画の５島について基準点の整備を行った。

（基盤地図情報）【民間測量成果の活用方策の検討】

（基盤地図情報）【基準点情報の維持管理等】

に基準点が未設置の離島のう
ち２島について基準点を整備
する。

分達成

102 ２章２
（２）

公共測量成果の世
界測地系への移行
促進

世界測地系への移行のため、変換ソ
フトをインターネットで公表し、測量業
務担当者を対象とした担当者会議等
において指導、啓発を行う。

国土交通省 引き続き、世界測地系への移
行のため、変換ソフトをイン
ターネットで公表する。

公共測量作業規程の改定による公共測量成果
の世界測地系への移行を推進するため、測量
業務担当者への指導、啓発を行うとともに、引き
続き、変換ソフトをインターネットで公表した。

Ｂ：概
ね達成

基準点測量成果の世界測地系への移行等のため、
変換ソフトをインターネットで公表し、公共測量成果
の世界測地系への移行を推進するため、測量業務
担当者への指導、啓発を行った。

103 ２章２
（３）

基本測量及び公共
測量の実施情報の
提供

基本測量及び公共測量の実施地域
や期間についてインターネットにより
情報提供を行う。また、測量計画機
関の連携による効率的な測量の実
施を図るため、リアルタイムでの情報
提供を検討する。

国土交通省 引き続き、インターネット等によ
り情報提供を行う。

基本測量及び公共測量の実施地域や期間につ
いて、インターネット等により適宜情報提供を
行った。

Ｂ：概
ね達成

基本測量及び公共測量の実施地域や期間につい
て、インターネット等により適宜情報提供を行った。

104 ２章１
（２）２
（３）３
（１）

電子国土Webシス
テムの機能拡充と
普及

国民がＷｅｂＧＩＳを利用して容易に情
報の公開や共有をすることができる
電子国土Ｗｅｂシステムについて、
サービスを引き続き提供するととも
に、機能の拡充と普及を図る。

国土交通省 引き続き電子国土Ｗｅｂシステ
ムのサービスを提供するととも
に機能の拡充と普及を図って
いく。

電子国土Webシステムで使用する背景地図等の
データ仕様をより一般的なものに変更した。ま
た、システムの安定的運用のため、背景地図提
供サーバのホスティングを実施している。

Ａ：十
分達成

プラグインを必要としない電子国土Webシステム
ver.2への作画機能追加、背景地図等の表示速度の
高速化、オルソ画像の提供開始、背景地図等データ
仕様の一般化などにより、より容易に国民がWebＧＩ
Ｓを利用して情報の公開や共有を行えるようになっ
た。

（ウェブマッピングシステムによるデータ提供）

（基盤地図情報）【整備・更新に関する情報提供】
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105 ２章１
（２）
２（３）
３（１）

国土交通地理空間
情報プラットフォー
ムの構築

国土交通省が持つ様々な情報を電
子地図上に整理した地理空間情報プ
ラットフォームについて、重ね合わせ
情報のさらなる拡充を進める。

国土交通省 平成２２年度までに先駆的導
入を行たことを受け、平成２３
年度の普及を目指す。

平成24年３月末現在で、66種類約146万件の重
ね合わせ情報を公開している。

Ｂ：概
ね達成

平成20年４月30日から地理空間情報プラットフォー
ムサイト（試作版）を公開し、今までそれぞれの部局
や施策ごとに個別に公開されてきた地理空間情報
を電子地図上で重ね合わせて見ることを可能にし
た。また、重ね合わせ情報の拡充を行うとともに、登
録情報のダウンロード機能の追加、背景地図のリ
ニューアルを実施した。平成24年３月末現在で、66
種類約146万件の重ね合わせ情報を公開している。

106 ２章２
（３）
３（１）

国土情報ウェブ
マッピングシステム
の拡充

国土数値情報を閲覧するための国
土情報ウェブマッピングシステムの
提供データを拡充する。

国土交通省 引き続き運用し、毎年データを
拡充する。

国土数値情報を閲覧するための国土情報ウェブ
マッピングシステムの提供データ（行政区域、地
価公示等）を拡充した。

Ａ：十
分達成

国土数値情報を閲覧するための国土情報ウェブマッ
ピングシステムについて改良を加えるとともに提供
データを拡充した。

107 ２章２
（３）

地理情報標準に準
拠した府省横断的
地理情報カタログ・
配信システム(GEO
Grid SDK)の構築

各機関に分散して管理されている地
理空間情報に係わるデータセットを、
効果的かつ効率よく検索するため
に、その検索方法を地理空間情報検
索方法の国際標準であるＣＳ－Ｗ対
応に置き換え、データ管理者のポリ
シーを考慮した上でデータをインター
ネットにて提供・流通させるために、
ＯＧＣ（Ｏｐｅｎ　Ｇｅｏｓｐａｔｉａｌ　Ｃｏｎｓｏｒ
ｔｉｕｍ）およびＯＧＦ（Ｏｐｅｎ　Ｇｒｉｄ　Ｆｏ
ｒｕｍ）に準拠したソフトウエア（ツール
キット）を開発し、標準的なＷＭＳや
ＷＰＳによるデータの利活用を図る。

経済産業省 地理空間情報検索方法の国
際標準であるＣＳ－Ｗを用い
た実験をＡＳＴＥＲデータに対し
て行う（３年：Ｈ２０－２２）。ま
た、地理情報データが整備（メ
タ情報同時作成）されてから２
年以内にメタ情報カタログの整
備をする。 ○ ○ ○

ASTERメタデー以外のメタデータ収集、検索環
境の実現を進めるとともに、構築したシステムで
分散した省庁横断的な検索を達成した。

Ａ：十
分達成

ASTERメタデータカタログを国際標準  (EO Profile
に対応させ）、国際標準プロトコル（CSW）で検索する
システムを構築して運用している。ASTERメタデータ
以外のメタデータ収集、検索環境の実現を進めると
ともに、構築したシステムで分散した省庁横断的な
検索を達成した。

108 ２章２ ＧＩＳを活用した交 都道府県警察において管理する交 警察庁 交通規制情報管理システムの 各都道府県警察に対し、交通規制情報の迅速 平成２１年３月から交通規制情報管理システムによ

（地方公共団体への支援等）　

（３） 通規制情報の提供 通規制情報をＧＩＳで扱うため、全国
統一のフォーマットによりデータベー
ス化し、適時適切な管理を行う。この
データベース上の情報を提供するこ
とにより、カーナビゲーション装置等
を通じた情報提供の高度化を可能と
し、安全運転支援や適切な経路誘導
等を通じて交通の安全と円滑を図
る。

的確な管理及び運用を行う。 かつ正確な入力を指導するなど、交通規制情報
管理システムの的確な管理及び運用に努めた。

Ａ：十
分達成

る交通規制情報の外部提供に向けたシステムが構
築されたことにより、都道府県警察で管理する交通
規制情報が適切に提供された。

109 ２章２
（３）

地理空間情報の提
供・流通に関する
ルールの普及啓発

基盤地図情報に関する省令・告示、
地理空間情報の提供・流通に関する
ルール等について、全地方公共団体
や関係機関等へ周知する。また、パ
ンフレット等の作成・配布やセミナー
開催等により普及活動を実施する。

国土交通省 基盤地図情報に関する省令・
告示について、全地方公共団
体や関係機関等へ必要に応じ
て引き続き周知する。また、地
理空間情報の提供・流通に関
するパンフレット等の作成・配
布やセミナー開催等により普
及活動を実施する。

基盤地図情報の整備に係る技術上の基準の告
示について、地方公共団体や関係機関等に対し
て情報提供等を行った。また、地理空間情報の
提供・流通に関するパンフレット等の普及・啓発
を図った。

Ｂ：概
ね達成

基盤地図情報に関する省令・告示、地理空間情報
の提供・流通に関するルール等について、全地方公
共団体や関係機関等への周知を行った。また、パン
フレット等の作成・配賦やセミナー開催等により普及
活動を実施した。

110 ２章１
（２）
２（１）

ヘルプデスクによ
る技術的支援

地理空間情報の電子的整備・更新に
関する技術的支援方策の検討を実
施し、一元化した基盤地図情報問合
せ窓口を含むヘルプデスクにより技
術的支援を行う。

国土交通省 問合せ窓口を含むヘルプデス
クにより技術的支援を行う。

　基盤地図情報に関する外部からの問い合わ
せの窓口として、ヘルプデスクを開設し、平成23
年度は166件の問い合わせに対応し技術的支援
を行った。

Ａ：十
分達成

　問合せ窓口を含むヘルプデスクにより、平成20年
度182件、平成24年度186件、２２年度151件、平成
23年度173件技術的支援を行った。

20



①IT戦
略

②新成
長戦略

③海洋
基本計

画

④宇宙
基本計

画

達成度を
選択してく

ださい

(達成した場合は具体的な内容）
(未達成部分がある場合はその内容と理由)

各種計画との連携（注） 平成23年度の達成状況
(達成した場合は具体的な内容）

(未達成部分がある場合はその内容と理由)

前基本計画期間（H20.4～H24.3）における達成状況
整理
番号

基本
計画
該当
箇所

施策名 施策概要 担当府省
（具体的な）

 目標と達成期間

167 ２章２ 防災関連情報基盤
の構築によるハ
ザードマップ普及
促進

統一規格による地震ハザードマップ
の作成率向上のため、既存データの
変換手法や被害想定データの入手
方法等マップ作成のガイドブックの作
成および中央防災会議に使用した被
害想定データを統一規格に変換する
ことにより、地方公共団体によるハ
ザードマップの作成および住民周知
を促進する。

内閣府 地震被害想定のデータ仕様の
素案を基に、統一的なフォー
マットでハザードマップを作成
できるようにするための環境整
備を実施することにより、より
分かりやすいハザードマップの
普及を促進し、国民に「備え」
の行動を促進させる。

地震ハザードマップに関する統一的な仕様の
データの作成・変換手法や地震ハザードマップ
の作成・活用に関する検討等を行った。

Ａ：十
分達成

地震ハザードマップ作成の普及を図るための環境整
備として、地震ハザードマップに関する統一的な
データ仕様の構築、データの作成・変換手法の整
備、地震ハザードマップの作成・活用に関する検討
等を行った。

111 ２章３
（１）
（２）

災害リスク情報プ
ラットフォーム

国・地域・個々人の防災力向上を図
るため、各機関に散在した各種災害
情報を集約し、ＧＩＳを活用したハ
ザード・リスクマップなど災害リスク情
報の作成・統合・提供を行うシステム
を構築する。

文部科学省 平成２４年度までにシステムを
構築し、一般への情報提供を
開始する。

○

東日本大震災対応として、被災地の災害対応等
に役立つ信頼できる情報を集約・作成発信する
プラットフォーム(ALL311)を立ち上げるとともに、
これまでに開発してきたe-コミュニティプラット
フォームを宮城県をはじめとする被災地で展開
し、災害ボランティア支援や自治体での復旧支
援活動に活用するとともに必要なシステム機能
(り災証明発行システム機能など)の追加を実施
した。また、地震災害に関しては、地震ハザード
評価手法の見直しに着手するとともに、地震ハ
ザードステーション(J-SHIS)に、地震ハザード情
報に関する解説などを充実させることにより、日
本全国の地震ハザード評価に関する総合的な
情報を提供できるポータルサイトとしての機能を
追加した。

Ａ：十
分達成

災害への備えのための事前情報として、災害リスク
情報を評価し、それらを利活用するためのシステム
を開発した。
具体的には、災害リスク情報の利活用手法について
検討し、自治体や地域コミュニティでの災害リスク情
報の利活用を支援するためのツールとして、ハザー
ドマップ作成支援のためのeコミマップシステムの開
発や、地域における災害対応について理解を深める
ための災害リスクシナリオ作成手法の検討とそのラ
ジオドラマ化による展開の実証実験を実施した。こ
れら成果をもとに開発した災害リスク情報の利活用
支援システムであるeコミウェアを東日本大震災の復
旧支援で活用した。
さらに、地震災害に関しては、東北地方太平洋沖地
震を踏まえた地震ハザード評価の改訂に着手し、低
頻度の地震まで考慮できる新たな地震ハザードモデ
ル構築に向けた検討を実施した。また、これまで地
図の閲覧が主であった地震ハザードステーション(J-

３．地理情報システムの活用の促進
（国における活用）

SHIS)に、地震ハザード情報に関する解説などを充
実させることにより、日本全国の地震ハザード評価
に関する総合的な情報を提供できるポータルサイト
としての機能追加を実施した。

112 ２章
３（１）

情報交換マップ（災
害情報用）

既存の研究開発成果である「災害情
報共有プラットフォーム」を元に、汎
用的に利用出来る「情報交換マップ
（災害情報用）」を作成し無償公開す
る。

国土交通省 平成２０年度中に「情報交換
マップ（災害情報用）」の基本
パッケージを公開するとともに
機能改良を進める。

平成20年度に既に完了

Ｂ：概
ね達成

災害時における組織内の非定型的な情報を含んだ
情報共有システムに関する機能要件を取りまとめ、
平成20年度時点で対応するアプリケーションを作成
し無償公開済み

113 ２章３
（１）

文化遺産オンライ
ン構想の推進

災害等に対応した文化財保全のた
めの位置情報システムの確立等を図
る。

文部科学省 平成２４年度までにシステムを
構築する。

試行版の防災システムを運用し、改修作業をお
こなった。 Ａ：十

分達成

試行版の防災システムを構築・運用し、改修作業を
おこなった。

114 ２章３
（１）

生物多様性情報シ
ステム等の整備・
活用推進

生物多様性情報システム（Ｊ－ＩＢＩＳ）
等を引き続き整備し、ＷｅｂＧＩＳによ
る生物多様性情報の利活用の推進
を図る。また国内及び国外における
サンゴ礁の分布図をＧＩＳにより作成
し、保全のための基礎データを整備
するとともに、これらの閲覧やダウン
ロードサービスを行うことで、学術研
究や自然環境モニタリングに資す
る。

環境省 ＷｅｂＧＩＳを活用したデータの
提供及び多様な解析を可能と
する機能の充実を進める。平
成２２年度までに分布図を作
成し、閲覧等のサービスを開
始する。

引き続き、各種成果についてのデジタル化・Web
公開を行うなど、機能の拡充を行った。

Ｂ：概
ね達成

生物多様性情報の利活用の推進を図るため、多様
な解析を可能とするWebＧＩＳ機能を作成し、データ
の提供を開始した。

・サンゴ礁の分布図をＧＩＳ
＜自然環境計画課＞

115 ２章
３（１）

教育情報ナショナ
ルセンターでのＧＩ
Ｓを活用した教育
及び学習の振興

教育情報ナショナルセンターにおい
て、ＧＩＳを利用した教育・学習情報の
提供を継続的に実施し、ＧＩＳを活用
した教育及び学習の振興を図る。

文部科学省 教育・学習情報の新規追加及
び既存の情報の更新等運用を
継続的に実施する。

平成20年度に既に完了

Ａ：十
分達成

平成20年度までの当該コンテンツ提供期間において
は、学校情報等の教育・学習情報の新規追加及び
既存の情報の更新等運用を継続的に実施した。
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116 １章５
２章３
（１）

国土計画等への地
理空間情報の活用

国土政策の企画・立案等のために整
備されている省内向けシステム「新
国土数値情報利用・管理システム（Ｎ
ｅｗＩＳＬＡＮＤ）」を運用する。

国土交通省 データベースを充実させ、引き
続き運用する。

国勢調査速報分及び工業統計等の統計データ
を追加収録する等、データベースの拡充を行
い、システムの運用を継続的に実施した。 Ａ：十

分達成

計画期間を通じ、「新国土数値情報利用・管理シス
テム（NewISLAND）」について、データベースの充実
を図りつつ運用を継続し、国土政策の企画・立案等
における地理空間情報の分析に活用した。

117 ２章３
（１）

産業振興に資する
地理情報共用Web
ゲートウェイの構
築

様々な情報提供サービスに必要な
ウェブマッピングシステムの提供、改
良を進め、国際標準化に貢献し、産
業技術力強化を図る。具体的には、
オープンソースによるＷｅｂＧＩＳ基幹
部としてＷＭＳ／ＷＦＳ／ＣＳ－Ｗの
独自ミドルウエアを開発。特に画像
データベースへの高速アクセス、並
列・マルチスレッド・マルチストリーム
処理による高性能化を図る。また、
データのセキュリティ（アクセス認可）
について、データ発信者が策定した
ポリシに忠実に従う機能を付与す
る。

経済産業省 オープンソースソフトウェア（Ｆ
ＯＳＳ４Ｇ）などの高性能化、セ
キュリティ対応を図る（３年：Ｈ
２１－２３）。Ｗｅｂベースでの
データ解析等のサービス（ＷＰ
Ｓ）を整備することで、インター
ネットを通じてのソフトウエア機
能の提供（ＳａａＳ的な利用）を
普及させる（３年：Ｈ２１－２
３）。多種多様なデータ統合を
普及させるために国際標準Ｏ
ＧＣ（Ｏｐｅｎ　Ｇｅｏｓｐａｔｉａｌ　Ｃｏ
ｎｓｏｒｔｉｕｍ）に準拠したＯＧＣ
Ｗｅｂ　ＳｅｒｖｉｃｅＰｈａｓｅ　６　（Ｏ
ＷＳ－６）　およびその後継プ
ロジェクトと協力して進める。

○ ○ ○

オープンソースソフトウェア52°North WPSと適
切な認証認可判断を行なうセキュリティを組み
合わせ、衛星画像の検索と検索の結果得られる
画像を高次処理するサービスを整備した。多種
多様なデータ統合の普及に向けて、衛星プラット
フォームへの展開を進めることとなった。

Ａ：十
分達成

産業界で広く普及しているWebサービスと親和性の
高いプロトコルに基づき、データのセキュリティ（アク
セス認可）について、データ発信者が策定したポリシ
に忠実に従うセキュリティアーキテクチャの外部仕
様を策定した。多種多様なデータ統合の普及に向け
て、衛星プラットフォームへの展開を進めることと
なった。

168 ２章３
（１）

総合交通分析シス
テムの機能更新・
拡充

総合交通分析システムにおいては、
地理情報システムを活用することに
より、経路探索結果を分析・図化する
ことが可能となっている。システムを
提供するにあたり、道路ネットワーク
等の地理空間情報を定期的に更新、
拡充している。

国土交通省 引き続き、現行総合交通分析
システムの運用・提供を行う。

平成23年度は道路ネットワーク、統計情報の更
新等に加え、利用者の要望を踏まえた利便性向
上に係る改修を行った。

Ａ：十
分達成

計画期間を通じ、システム及びデータの更新を図り
つつ、運用を継続し、総合的な交通体系の整備に際
して必要な分析に活用した。

190 ２章３
（１）

Ｗｅｂ連携型国有
林地理情報システ
ムの整備

現行の国有林地理情報システムの
機能補完を行い、民有林と森林情報
の共有化による図面計画の作成や
情報公開等に対応したシステム整備
を実施する。

農林水産省 平成２４年度までに基本システ
ムを構築し、その後も改良を重
ねていく。

　 　 　 　

平成23年度は、基本システムの構築を行った。

Ａ：十
分達成

基本システムの構築を行った。

118 ２章
３（２）

農地情報整備促進
事業（農村振興支
援総合対策事業）

国、県等により整備された農地に関
する地図情報を一元的に管理し、関
係機関に情報を提供することにより、
ＧＩＳを活用した施設管理や営農活動
等の地域での取り組みを支援する。

農林水産省 平成２２年度まで毎年度農業
関係機関に提供する情報を増
加させる。

平成20年度に既に完了

Ｂ：概
ね達成

農業関係機関に提供する情報の基となる地図背景
図の整備・更新を行った。

119 ２章３
（２）

農地情報共有化支
援事業

地域担い手育成総合支援協議会の
構成機関である市町村、農業委員
会、農業協同組合、農業共済組合、
土地改良区の有する農地の所有者
や耕作者、作付状況等の農地に関
する情報と都道府県土連が整備する
地図情報とを結合することにより、こ
れらの関係機関共通の農地情報
データベースの整備を支援する。

農林水産省 平成２２年度までに水土里情
報利活用促進事業により整備
される地図情報を活用し、関
係機関共通の農地情報データ
ベースの整備を図る。

平成２１年度に既に完了

Ｂ：概
ね達成

地図情報の整備に並行して、所有者、耕作者、面
積、地目及び作付け状況等の農地情報データベー
スの整備を図ったが、事業仕分けでの指摘を踏まえ
平成２１年度限りで廃止することとした。

120 ２章３
（２）

都道府県における
森林ＧＩＳの整備

都道府県における森林関連情報を
一元的に管理する森林ＧＩＳの整備を
支援する。

農林水産省 平成２３年度末までにＧＩＳの
活用等により地域森林計画の
変更を１００％完了する。

平成23年12月末までに、地域森林計画の変更
を100％完了した。

Ａ：十
分達成

平成２２年までにすべての都道府県において森林ＧＩ
Ｓが整備された。

（地方公共団体等における活用促進）
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169 ２章３
（２）

衛星画像を活用し
た損害評価方法の
確立

水稲共済について、衛星画像及びＧＩ
Ｓデータを活用した損害評価方法の
確立を図る。

農林水産省 衛星画像を活用した損害評価
方法について、平成２８年度か
らの全国的な本格導入を図
る。

○

北海道において、衛星画像の波長データから水
稲作付耕地の収量を推計するための式（収量推
計式）の精度向上を図るとともに、当該損害評価
方法の試行運用を実施。

Ｂ：概
ね達成

平成２２年度までに35道府県において収量推計式を
策定したが、行政事業レビュー及び事業仕分けでの
指摘を踏まえ、平成23年度は計画を大幅に縮小さ
せ、北海道において、収量推計式の更なる精緻化を
図るとともに、収量推計式を用いた損害評価の試行
運用を実施した。

191 ２章３
（１）
（２）

口蹄疫防疫マップ
の開発

口蹄疫発生時等に適切な防疫措置
を企画し、実施するため、発生農場
周辺に所在する農場の位置関係、家
畜の飼養頭数、畜産関係施設等を迅
速に把握するシステムを構築する。

農林水産省 平成２３年度中に基本システ
ムを開発し、農場地理情報等
基礎データを取り込み利用可
能な状態に整備する。

　 　 　 　

平成23年度末までに基本システムの開発が終
了し、農場地理情報等の基礎データの取り込み
が可能な状態に整備した。 Ａ：十

分達成

平成23年度末までに基本システムの開発が終了
し、農場地理情報等の基礎データの取り込みが可
能な状態に整備した。

192 ２章３
（２）

市町村における森
林ＧＩＳの整備

市町村における森林関連情報を一
元的に管理する森林ＧＩＳの整備を支
援する。

農林水産省 平成２３年度末までにＧＩＳの
活用等により市町村森林整備
計画の変更を１００％完了す
る。

　 　 　 　

平成23年度末までに市町村森林整備計画の変
更を100％完了。 Ｂ：概

ね達成

平成23年度末までに、森林を有する市町村の約半
数の市町村において、森林ＧＩＳが整備された。

121 １章６
３章１
（１）

日米ＧＰＳ会合 １９９８年の日米首脳声明に従い定
期的に開催されるＧＰＳの利用に関
する重要事項を検討・討議するため
の会合を開催する。

外務省
内閣官房
関係府省

引き続き会合を開催し、必要な
調整を行っていく。

平成24年１月18日に米国（ワシントン）で第９回
日米ＧＰＳ全体会合を実施し，会合のフォロー
アップ等必要な調整を行った。

Ａ：十
分達成

毎年度、米国と我が国とで交互に日米ＧＰＳ全体会
合を開催し，必要な調整を行った。

122 １章６
３章１
（１）

国際衛星航法シス
テム（ＧＮＳＳ）に関
する国際委員会（Ｉ
ＣＧ）及びＧＮＳＳシ
ステムプロバイ

国連宇宙空間平和利用委員会（ＣＯ
ＰＵＯＳ）において設立された衛星航
法システムに関する国際委員会は、
関心国・組織により、衛星測位に関
する情報交換等をボランタリーベー

関係府省 我が国としても引き続き参画
し、国際動向等について情報
収集を行うとともに、各国との
連携を深める。

平成23 年9 月5 日～9 日にかけて衛星航法シ
ステムに関する国際委員会（ICG）第6回会合を
我が国で開催し、我が国の産学官の関係機関と
関係各国の関係機関が衛星測位に関する情報
交換を行うとともに、各機関と連携を深めた。

衛星航法システムに関する国際委員会（ICG）及びＧ
ＮＳＳシステムプロバイダーフォーラムに継続的に参
加した。特に第6回ICG会合を日本で開催し、関係国
等と積極的に情報交換を行うとともに、各機関と連
携を深めた。

（システム運営主体との連絡調整）

第３章　衛星測位に関する施策
１．信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を効果的に確保するための衛星測位に係る連絡調整等

ダーフォーラムへ
の参画

す 情報 換
スの活動として実施しているが、当該
会合に参画し、関係各国の衛星測位
システムの開発・利用状況について
情報収集を行うとともに、衛星測位シ
ステムの運用機関（プロバイダー）と
の連携を深める。

換 う 、各機関 携 深
Ａ：十
分達成

携 深

123 ３章１
（２）

衛星測位の利用環
境の向上に資する
情報提供

関係府省の担当者から構成される地
理空間情報活用推進会議衛星測位
ワーキンググループにおいて、国内
の利用者のニーズを踏まえて、米国
ＧＰＳの運用等に関する情報を、必要
な利用者に的確に伝わるようなシス
テムの在り方について検討し、その
結論に基づき必要な措置を講ずる。

推進会議
（衛星測位ワーキ

ンググループ）

推進会議（衛星測位ワーキン
ググループ）において検討を進
める。

平成23 年9 月5 日～9 日にかけて衛星航法シ
ステムに関する国際委員会（ICG）第6回会合を
我が国で開催し、米国GPSを含めたGNSSの運
用等に関する情報について、その利用者を含め
た我が国の産学官の関係機関と関係各国の関
係機関が情報交換を行った。
また、平成24 年1 月の第9 回日米ＧＰＳ全体会
合において、GPSの運用等に関する情報を得る
とともに、準天頂衛星システムを含むGNSSの民
生利用における協力について検討及び議論を
行ない、日米GPS／準天頂衛星システム技術作
業部会（TWG）の活動報告を取りまとめ、公表し
た。

Ｂ：概
ね達成

衛星航法システムに関する国際委員会（ICG）や日
米GPS全体会合の場を通じて、国内外の関係者が
GNSSに関する情報交換を行った。
また、必要に応じて、衛星測位ワーキンググループ
や地理空間情報産学官連携協議会の場において
GNSSに関する情報を共有した。

（衛星測位の利用環境の向上に資する情報提供等）
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124 ３章２
（２）

技術試験衛星Ⅷ型
による衛星測位技
術の実験

衛星測位に関する基礎的な技術を
蓄積するための実験を実施する。

総務省
文部科学省

平成２１年度までに技術実証
を行う。

平成２１年度に既に完了

Ａ：十
分達成

世界初の衛星－地上間の双方向時刻比較実験を
実施し、静止衛星における衛星時刻管理技術を確
立した。（総務省）
測位実験を着実に実施し、計画された実験項目を全
て実施し、技術試験衛星Ⅷ型（ETS-Ⅷ)の測位信号
を用いた衛星の時刻同期精度や軌道決定精度など
において、当初想定以上の成果が得られ、静止衛
星を用いた衛星測位基盤技術を習得し、実験を終
了した。
また、ETS-Ⅷの測位信号をGPS測位信号に加えて
測位実験を行い、GPS 衛星の可視条件が悪い場合
においてもETS-Ⅷ測位信号を加えることにより測位
精度が向上・安定化する（GPS補完機能）ことを実証
した。
なお、測位実験を通して蓄積したデータ処理技術な
どは、準天頂衛星を用いた測位実験でも活用した。
（文科省）

125 ３章２
（２）

ＧＰＳを利用した航
空機の高精度航法
システムに関する
研究

ＧＰＳ受信端末と機上慣性航法装置
とを複合した航空機用の超小型航法
装置（位置センサ）及びそれを利用し
た高精度・高信頼航法システムの研
究開発を推進する。

文部科学省 平成２４年までに、精密進入を
可能とするレベルの技術実証
を行う。

模擬電離圏異常環境下におけるGPS/GBAS精
密進入について、飛行試験等により取得した
データを用いてシミュレーション評価を行い、慣
性航法装置の複合化により就航率の向上が可
能であることを実証した。

Ａ：十
分達成

GPSと慣性航法装置との複合航法アルゴリズムを開
発し、飛行試験等により取得したデータを用いたシ
ミュレーション評価により、精密進入による就航率の
向上が可能であることを実証した。

170 ３章２ 小型化等による先
進的宇宙システム
の研究開発

大型衛星に劣らない機能、低コスト、
短期の開発期間を実現する高性能
小型衛星等の研究開発等を行う。こ
れにより、観測の高頻度化、高速処

経済産業省 平成２４年度までに、光学分解
能：０．５ｍ未満（軌道高度：５０
０ｋｍ）、データ伝送速度：８００
Ｍｂｐｓ、質量：約５００ｋｇ、開

○ ○

  地上分解能（GSD）0.5m未満のセンサシステム
を開発し、個別試験で性能評価が出来る段階ま
で完成した。またバス質量300kg以下の重量とな
る小型衛星バスを製造し、熱機械的特性の設計 Ａ：十

達成状況については、前記に同じ。今後は平成24年
度に打上げにむけロケットインターフェース調整を行
い、軌道上において実証試験を実施する予定。

２．衛星測位に係る研究開発の推進等
（基礎的・基盤的な研究開発等の推進）

理化等を図る。 発・製造コスト：従来の約１０分
の１、開発期間：従来の約３分
の１を達成する。

○ ○ 検証、電気的性能の確認等を実施した。
十

分達成

126 １章１
（３）
３章２
（３）

初号機の準天頂衛
星による技術実
証・利用実証等

準天頂軌道の衛星システム計画に
関し、所要の研究開発を実施すると
ともに、１機の準天頂衛星を打ち上
げ、総務省、文部科学省、経済産業
省、国土交通省による技術実証、民
間、府省等による利用実証を行う。

総務省
文部科学省
経済産業省
国土交通省
関係府省

平成２２年度に引続き技術実
証・利用実証を行う。

○ ○

平成２２年12月から開始した準天頂衛星初号機
の技術実証等を継続し、全ての測位補完信号に
ついて、性能要求を満たすことを確認した。

Ａ：十
分達成

平成２２年度に準天頂衛星初号機を打ち上げ、技術
実証を実施し、全ての測位補完信号について、性能
要求を満たすことを確認した。

127 ３章２
（３）

準天頂衛星システ
ムユーザーイン
ターフェース仕様
書の公開等

準天頂衛星システム（ＱＺＳＳ）に対
応するユーザ受信端末（カーナビ、携
帯電話等）やユーザアプリケーション
の開発に必要なＱＺＳＳと利用者間
のインタフェース、要求されるサービ
ス性能の仕様などをユーザに対して
提供する「準天頂衛星システムユー
ザーインターフェース仕様書」を作
成、公開する。

文部科学省 平成２２年に作成、公開し、平
成２３年に改訂した準天頂衛
星システムユーザインタフェー
ス仕様書（１．２版）について、
必要に応じて更新を実施す
る。

○

平成23年度においては、平成23年６月に作成・
公開した衛星システムユーザインタフェース仕
様書（1.3版ドラフト）に対し、平成23年６月のユー
ザミーティングにおいて当該更新情報の説明を
した後、平成23年７月に同仕様書（1.3版）を制定
した。また、平成23年7月に作成・公開した同仕
様書（1.4版ドラフト）を平成24年３月にユーザか
らのコメントを反映したうえで制定した。

Ａ：十
分達成

準天頂衛星システムユーザインタフェース仕様書を
公開し、適切に維持した。

193 ３章２
（３）

準天頂衛星システ
ム事業計画等宇宙
の総合的利用の推
進

「当面の宇宙政策の推進について」
（平成２２年８月２７日、宇宙開発戦
略本部決定）等に基づき、府省横断
的に構築すべき国家基幹宇宙インフ
ラ（「準天頂衛星システム」及び「衛星
データ利用促進プラットフォーム」）の
整備に必要な事業計画を策定する。

内閣官房 平成２３年度中に事業計画を
策定する。

　 ○ 　 ○

準天頂衛星システムについては、平成23年9月
に「実用準天頂衛星システム事業の推進の基本
的な考え方」が閣議決定され、政府としての整
備方針が決定された。また、衛星データ利用促
進プラットフォームのプロトタイプシステムを使っ
たテストを行い、全体構成や詳細仕様等を調査
した。

Ａ：十
分達成

準天頂衛星システムについては、平成23年9月に
「実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的な
考え方」が閣議決定され、政府としての整備方針が
決定された。また、衛星データ利用促進プラット
フォームのプロトタイプシステムを使ったテストを行
い、全体構成や詳細仕様等を調査した。

（準天頂衛星システム計画の推進）
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128 ３章２
（４）

大規模災害時等に
おける政府の危機
管理体制の強化

ヘリコプターや広域緊急援助隊の位
置の把握に衛星測位を利用する。

警察庁 衛星測位を利用したヘリコプ
ターテレビシステム等を継続し
て活用する。

ヘリコプターや広域緊急援助隊の位置把握に衛
星測位を利用した。 Ａ：十

分達成

ヘリコプターや広域緊急援助隊の位置の把握に衛
星測位を利用した。

129 ３章２
（４）

捜査員の位置情報
の把握への衛星測
位の活用

捜査員の位置の把握に衛星測位を
利用する。

警察庁 衛星測位の利用を継続する。 捜査員の位置情報の把握のため、衛星測位の
利用を継続した。 Ａ：十

分達成

捜査員の位置情報の把握のため、衛星測位を活用
した。

130 ３章２
（４）

携帯電話等からの
110番通報におけ
る位置情報通知シ
ステムの整備の推
進

衛星測位を用いた携帯電話からの
110番通報における位置情報通知シ
ステムの整備を推進する。

警察庁 今後も、引き続き、位置情報通
知システムの整備を推進して
いく。

平成２１年度に既に完了

Ａ：十
分達成

衛星測位を用いた携帯電話からの110番通報にお
ける位置情報通知システムは、平成19年４月１日か
ら一部都道府県警察において運用を開始したが、平
成２１年度末に全都道府県警察への整備が完了し
た。

131 ３章２
（４）

自衛隊による衛星
測位の利用

航空機、艦船等の航法等に衛星測
位を利用する。

防衛省 衛星測位の利用を継続する。 航空機、艦船等の航法等への衛星測位の利用
を継続した。 Ａ：十

分達成

航空機、艦船等の航法等への衛星測位を利用し
た。

132 ３章２
（４）

登記所備付地図作
成

登記所備付地図作成に衛星測位を
利用する。

法務省 衛星測位を利用した登記所備
付地図作成を継続して行う。

平成23年度においては，衛星測位を利用し，登
記所備付作成作業（15k㎡）を実施した。 Ａ：十

分達成

平成20年度から平成23年度までに，約52k㎡につい
て，登記所備付地図作成作業を実施した。

133 ３章２
（４）

衛星測位を利用し
た人工衛星等の高
精度軌道決定等

衛星測位等を利用して周回衛星等
の軌道を高精度で決定するととも
に、その精度の向上を図る研究を実
施する。

文部科学省 「いぶき」及び将来衛星（ＡＬＯ
Ｓ－２等）において、衛星測位
を利用した高精度軌道決定及
び精度向上のための研究を継
続実施する。 ○

衛星測位を利用した将来衛星(ALOS-2等)の高
精度軌道決定に向けた解析を実施した。

Ａ：十
分達成

平成18年１月に打上げられた陸域観測技術衛星「だ
いち」、平成２１年１月に打上げられた温室効果ガス
観測衛星「いぶき」等において、衛星測位を利用した
高精度軌道決定を継続して実施した。「だいち」で
は、ミッション要求（1m以内の軌道決定精度）に対し
て平均15cmの軌道決定精度を達成した。
また、衛星測位を利用した将来衛星(ALOS-2等)の
高精度軌道決定に向けた解析を実施した。

（国の機関等による衛星測位の利用の取組）

134 ３章２
（４）

活断層調査の総合
的推進

活断層調査の一環として、詳細地殻
変動分布の解明のための衛星測位
技術を用いた調査観測を実施する。

文部科学省 活断層等の評価の高度化に
資する。特に、平成２３年度ま
でに神縄・国府津－松田断層
帯、平成２４年度までに上町断
層帯、平成２５年度までに警固
断層帯の評価の高度化に資
する。

○

平成２２年度から調査を開始した上町断層帯の
活断層調査において、平成23年度も引き続き、
詳細地殻変動分布の解明のために衛星測位技
術を活用し、断層帯の調査観測の精度高度化を
図った。

Ｂ：概
ね達成

他の断層帯に関しても断層調査において衛星測位
技術を活用する。

135 ３章２
（４）

海底ＧＰＳ技術開
発

衛星測位技術を用いた海底地殻変
動観測システムの開発を実施する。

文部科学省 平成２６年度までに海底ＧＰＳ
を用いた海底地殻変動観測技
術の高度化を図る。

○

係留ブイを用いた短期の連続測位観測試験か
ら問題点を明らかにした。
音響自動解析アルゴリズムの開発を行った。
平成23年度三次補正で整備予定の観測点につ
いては、仕様変更により平成24年度に設置する
予定。

Ｂ：概
ね達成

係留ブイの設計・作成を行い、短期の連続測位観測
試験から問題点を明らかにした。
音響自動解析アルゴリズムの基本設計及び開発を
行った。
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136 ３章２
（４）

ひずみ集中帯の重
点的調査観測・研
究

ひずみ集中帯での地震発生メカニズ
ム解明の一環として、衛星測位技術
を用いた精密なひずみの観測を実施
する。

文部科学省 平成２４年度までに東北日本
の日本海側の「ひずみ集中
帯」の地殻変動分布を明らか
にする。

平成20年度に設置した観測点において、平成23
年４月から11月にかけてGPS連続観測を実施し
た。東北地方太平洋沖地震に伴う余効変動観
測を目的として４月に４点、６月に16点の観測を
実施し、２～７か月分の連続観測データを取得し
た。また、有限要素法を用いた変形モデルの構
築に着手した。

Ａ：十
分達成

平成20年度：ひずみ集中帯を横切る2か所の測線
（新潟県上越市から南魚沼市、柏崎市から南魚沼
市）に沿って２～３km程度の間隔でGPSキャンペー
ン観測用の観測点を設置し、１～２週間の連続観測
を実施した。
平成２１年度：平成20年度に設置した観測点におい
て、２か月程度のキャンペーン観測を実施した。ま
た、前年度との比較から１年分の変位ベクトルを得
た。
平成２２年度：平成20年度に設置した観測点におい
て、１～４か月程度のキャンペーン観測を実施した。
また、新潟県上中越地域において初期的な変形モ
デルの検討を行った。
平成23年度：平成20年度に設置した観測点におい
て、２～７か月程度のキャンペーン観測を実施した。
有限要素法を用いた変形モデルの構築に着手し
た。

137 ３章２
（４）

漁船位置情報管
理・分析

漁船の位置等を衛星測位システムを
介して自動的に取得するシステム（Ｖ
ＭＳ）を運用・改修する。

農林水産省 平成１９年度かつお・まぐろ漁
船全船の位置取得を達成。か
つお･まぐろ類資源管理を行う
各地域漁業管理機関の決議
遵守のためのシステムであり、
必要に応じて随時システムの
改修を行う。

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

既に遠洋漁船のVMSの登録は全船実施（達成）して
おり、平成２２年度は引き続き地域漁業管理機関等
の決議を遵守するため管理運用を図った。

138 ３章２
（４）

海亀等の回遊経路
の把握

対象海洋生物の回遊経路を把握す
るため、海亀等の生体を捕獲後タグ
を装着し、行動を追跡する。

農林水産省 平成２２年度まで調査を実施
する。

平成２２年度に既に完了
Ａ：十
分達成

海亀、海鳥について、摂餌場所及び漁業との競合場
所の特定に関する情報が得られた。

139 ３章２
（４）

有害生物被害防止
対策

有害生物の出現状況の把握と情報
提供の実施に際し 調査船等により

農林水産省 大型クラゲの出現情報を利用
者の利便性を考慮した形で漁

大型クラゲの出現情報をインターネット、ＦＡＸを
通じて漁業関係者等へ提供した

大型クラゲの発生の有無にかかわらず、出現情報を
漁業関係者等に提供できた（４） 対策 提供の実施に際し、調査船等により

得た出現・予測情報を、日々の更新
データ提供（ＰＤＦ）と併せてＧＩＳによ
る提供を行い、情報利用者の利便性
の高い情報として漁業関係者等に提
供する。

者の利便性を考慮した形で漁
業関係者等に提供する（予算
上の事業年度は平成２４年度
末）。

通じて漁業関係者等へ提供した。

Ａ：十
分達成

漁業関係者等に提供できた。

140 ３章２
（４）

農作業の軽労化に
向けた農業自動
化・アシストシステ
ムの開発

ほ場内にオペレータが入ることなく、
稲麦大豆作において耕うんから収穫
まで、すべてのほ場作業をロボット化
する無人機械作業体系を開発する。

農林水産省 平成２６年度までに、稲麦大豆
作において耕うんから収穫ま
での一連の作業を遂行できる
農作業ロボットシステムを開発
し、大規模農業から小型分散
圃場への適用を可能とするシ
ステムを開発する。

○ ○

稲麦大豆作において耕うんから収穫までの一連
の作業を遂行できる農作業ロボットの改良を実
施するとともに、作業体系化に必要な技術の開
発を行う。 Ａ：十

分達成

ロボット化したトラクタ、田植機、コンバインの改良を
実施するとともに、各種センサー、作業管理システ
ムのプロトタイプを開発した。

141 ３章２
（４）

農地・農村の防災
技術の高度化

高精度衛星測位と無人ヘリ等を用い
た中山間農村地帯における災害の
調査・監視技術等を開発する。農地
地すべり監視のための衛星測位技
術の利用とその高精度化を進める。

農林水産省 平成23年度までに中山間地域
の農地災害監視に有効な
GNSS監視システムの開発・運
用を行う。また差分干渉合成
開口レーダとの融合技術の適
用性検証を行う。

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

小型LINUXサーバによる安価なGNSS監視システム
を開発し、中山間地域の農地災害監視に適用した。
また差分干渉合成開口レーダによる農地の変状検
出への適用可能性を示した。これらの融合技術に
よって再滑動型の中山間地域の農地斜面の監視技
術について、農地保全対策事業実施地区に提案し
た。

142 ３章２
（４）

広域収量モニタリ
ングシステムの開
発

コンバイン収穫質量測定装置（収量
センサ、ＧＰＳユニット、表示・記録装
置から構成されるもの）を利用し、ほ
場地図上に収量情報をマッピングで
きる広域収量モニタリングシステムを
開発する。

農林水産省 平成２３年度までに圃場ＧＩＳ
情報を用いて収量計測を行う
手法を確立する。

平成２２年度に既に完了

Ａ：十
分達成

収量計測装置のデータを用いて圃場GIS上に収穫
情報をマッピングする手法を確立した。今後、得られ
た知見を整理して情報として公表する予定である。

143 ３章
２（４）

普及型ＧＰＳを用
いた茶園内の位置
計測技術の開発

茶園内の害虫被害箇所を検出する
ため、安価な普及型ＧＰＳを用いた茶
園内の位置を計測する技術を開発す
る。

農林水産省 平成20年までに、研究段階で
利用できる技術にする。

平成20年度に既に完了
Ｂ：概
ね達成

研究段階で利用できる計測手段として開発した。平
成20年度で課題終了し、その後の課題化なし。
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144 ３章２
（４）

運動強度等の簡易
測定に基づく放牧
育成牛への補助飼
料給与量の調製技
術の開発

衛星測位及びＧＩＳの利用により、放
牧牛の運動量と牧区地形条件の関
係を解析する。

農林水産省 平成２１年までに、放牧条件を
類型化し、各条件下での放牧
牛の維持エネルギー要求量増
加割合を提示する。

平成２１年度に既に完了

Ｂ：概
ね達成

放牧条件を類型化し、各条件下での放牧牛の維持
エネルギー要求量増加割合を提示した。

145 ３章２
（４）

農業環境資源地点
情報の整備

土壌調査、植生調査、昆虫採取及び
土壌微生物等の衛星測位等による
採取地点情報の整備を行い、データ
ベース化し、時空間情報として視覚
化する手法を開発する。

農林水産省 平成２３年度までに、地理情報
が少ない古い標本情報をさら
に追加登録する。さらに、他の
データベース（土壌情報閲覧
システムなど）と統合し、より利
用範囲の広い農業環境インベ
ントリーシステムを構築する。

農業環境技術研究所所蔵の昆虫標本（約3000
点、微生物標本（標本約30件、標本画像200点
以上）を追加登録した。また、「土壌情報閲覧シ
ステム」に新たに「土壌温度」「大日本帝国土性
図（フェスカ図）」を追加した。なお「土壌情報閲
覧システム」は東京電力第一原発関係の報道
時にアクセスが急増するなど、土壌の性質を知
りたいというニーズに広く応えていると考える。
クラウドにより「土壌情報閲覧システム」、「農業
統計情報メッシュデータ閲覧システム」、「モデル
結合型作物気象データベース」を統合した「農業
環境情報データセンター（gaｍｓDB)」を構築しプ
レスリリースした。農業環境情報の統合を目指
す「農業環境インベントリーシステム」構築に向
けて着実に成果がでている。

Ａ：十
分達成

「土壌情報閲覧システム」「農業統計情報メッシュ
データ閲覧システム」（共にプレスリリース）などを公
開するとともに、「昆虫標本データベース」「微生物標
本データベース」に標本情報の追加登録さらには、
画像情報、ラベル情報を追加してきた。平成２２年以
降クラウド化を進め、Web-APIによるデータベースの
統合を進め、複数のデータベースの統合ができるよ
うにした。この手法は、低コストでかつ、状況に応じ
て改変もしやすく、新しい時代のデータベース管理シ
ステムと考えている。これらの技術を用いて、
gamsDB（一種の統合データベース）（プレスリリー
ス）をいち早く構築するなど、予定以上に進んでい
る。

146 ３章２
（４）

衛星測位・無線通
信技術を用いた農
地への野生生物追
跡技術の開発

鳥獣害予防のために、無線通信技術
を用いた野生生物の接近警報及び
衛星測位による精密な位置情報の
取得を行う。

農林水産省 平成２３年度までに多段無線リ
レーによるデータ通信の試験
を行う。

野生動物の接近警報及び電気柵電圧モニタリン
グ用のデータ通信の信頼性を高め、運用期間の
延長した。

Ｂ：概
ね達成

動物追跡技術に加え，獣害防除の重要な要素とな
る電気柵の稼働状態をモニタリングできるようにした
システムの通信機器が完成し、データ通信の試験を
研究所内及び現地で実施した。

147 ３章２
（４）

海上保安庁におけ
る緊急通報118番
（位置情報等）の受
付体制

緊急通報１１８番（位置情報等）の受
付体制の運用において衛星測位を
利用する。

国土交通省 引き続き、緊急通報１１８番（位
置情報等）の受付体制の運用
において衛星測位の利用を継
続する

衛星測位の利用を継続した。
Ａ：十
分達成

衛星測位の利用を継続した。

付体制 続する。
171 ３章２

（４）
大規模営農支援シ
ステムの開発

「ＧＩＳを利用した農作業履歴管理シ
ステム（ＦＡＲＭＳ）」を基礎とし、低価
格ＧＰＳを搭載した農業機械の稼働
状況モニタリング装置を継続利用し
て作業履歴の蓄積を効率的に行うシ
ステムを開発する。また、開発システ
ムを大規模経営体における現地実
証的な試験に供し、効果を検証す
る。

農林水産省 平成２３年度までに実証試験
システムを開発し、大規模経
営体での実証運用を開始す
る。

水稲作の実証試験では対象現地を拡大でき、
作業履歴の蓄積も進んだが，野菜作中心の実
証試験地では野菜作用に付加した機能を中心
に運用を試行したにとどまり、十分な実証を行う
ことができなかった。一方、新たに携帯端末用に
開発したプログラムは関心が高く、評価も概ね
良好で、現場への投入を期待が多かった。ま
た、乾燥機へ簡易なセンサを取り付けることによ
り、収穫情報を推定できる可能性を見出した。

Ｂ：概
ね達成

FARMSを基礎とし、低価格GPSを搭載した作業機等
の稼働状況モニタリング装置を継続的に利用して、
作業履歴の蓄積を効率的に行う技術は概ね計画ど
おり開発できた。ただし、大規模経営体に導入し、現
地実証試験を行い、既存システムとの連携を含めた
効果を検証するまでには至らなかった。そこで、当
初の計画を１年延長し、現地実証試験を実施する計
画である。

181 ３章２
（４）

広域コントラクター
のための携帯端末
を利用した作業計
画・管理支援シス
テム

飼料イネの収穫・調整・集荷作業や
堆肥散布など各作業を円滑に進める
ため、ＧＰＳ搭載携帯情報端末を利
用した、記録すべき項目を自由に設
定できる、広域コントラクター向け作
業計画・管理支援システムを開発す
る。

農林水産省 平成２４年までに同システムを
完成させ、あわせてソフトウェ
アの配布等をできるようにす
る。 ○

携帯情報端末上で、ほ場情報のデータ入力が
行えるプログラムおよび携帯情報端末間でデー
タ共有が行えるプログラムを開発した。

Ｂ：概
ね達成

携帯情報端末上で、ほ場情報の表示とデータ入力
を行うことができるように、携帯情報端末間でデータ
共有が行えるプログラムを開発した。システム構築
に必要な要素は全て開発したので、最終年度での
システム完成に目途が付いた。

194 ３章２
（４）

ふくそう海域での
事故半減を目指す
ＩＣＴを活用した新
たな安全システム
の構築

船舶位置情報に関し、ＤＧＰＳに加え
準天頂衛星システムからの補正情報
の入力手法について技術開発を行
う。

国土交通省 Ｈ２３年度末までに船舶交通の
安全性・利便性の向上を目指
す。 　 　 　 ○

平成２２年度に製作した、必要な情報を一つの
電子海図上に重畳表示するシステムの改良及
び実証実験を行い、技術開発を完了した。 Ａ：十

分達成

航路標識、気象情報、航行制限水域、海上障害物、
港湾情報等の船舶の航行の安全に関する情報を一
目でわかるよう、画面上に情報を重ねて提供する航
行支援システムの技術開発を完了した。
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195 ３章２
（４）

高度な国土管理の
ための複数の衛星
測位システム（マ
ルチＧＮＳＳ）によ
る高精度測位技術
の開発

準天頂衛星を含む複数の衛星測位
システム（マルチＧＮＳＳ）のデータを
統合的に利用し、短時間に高精度に
位置情報を取得し、測量等に適用す
るための技術開発及び標準化を実
施する。

国土交通省 平成２６年度までに、マルチＧ
ＮＳＳの解析技術等を開発、検
証し、公共測量等に適用する
ための高精度測位技術の標
準化を行う。

　 ○ 　 ○

・複数周波数及び異なる衛星系の信号組合せ
に関する検討を行った。
・マルチGNSS解析システムの基本設計を行っ
た。
・GNSS模擬データ生成システムを開発した。
・衛星系及びGNSS受信機の技術仕様等につい
て調査した。
・GNSS受信機等を調達して試験観測を実施し、
受信状況や受信データ量等を調査した。

Ａ：十
分達成

平成23年度の達成状況と同様

196 ３章２
（４）

ＧＰＳ波浪計による
波浪・津波観測の
高精度化

ＧＰＳ波浪計による波浪及び津波観
測システムについて、さらに準天頂
衛星の測位情報も活用して、より高
精度で安定した観測を可能とする改
良の検討を行う。

国土交通省 平成２３年度中により高精度で
安定した観測を可能とする改
良の方向性について結果を得
る。

　 　 　 ○

民間による実証実験を踏まえ、既存GPS波浪計
の改良についてコスト面・観測精度面の双方か
ら検討を行い、改良に向けての課題を整理する
ことが出来た。

Ｂ：概
ね達成

民間による実証実験を踏まえ、既存GPS波浪計の
改良についてコスト面・観測精度面の双方から検討
を行い、改良に向けての課題を整理することが出来
た。今後は引き続き情報収集に努め改良の方向性
についての検討を行っていく。

197 ３章２
（４）

障害に強い（ロバ
ストな）位置情報の
ための地域的測位
衛星の高度利用

米国のＧＰＳの一部または全部が停
止した場合を想定して、我が国が保
有する準天頂衛星及びＭＳＡＳにより
位置の測定を行う方式の利用精度、
利用可能性について検討、実証す
る。（宇宙利用促進調整委託費によ
り実施）

文部科学省
国土交通省

米国のＧＰＳの一部または全
部が停止した場合の性能解
析、実証実験を平成２４年度ま
で実施する。

　 　 　 　

米国のGPSに対するバックアップシステムとし
て、静止衛星及び準天頂衛星による位置測定
の性能解析シナリオ検討を実施。
バックアップシステムのみによる測位が可能で
あることを実証するためのマルチシステム実証
実験準備、電磁干渉調査を行った。

Ａ：十
分達成

米国のGPSに対するバックアップシステムとして、静
止衛星及び準天頂衛星による位置測定の性能解析
シナリオを作成。
マルチシステム実証実験を行うために、実験機材を
実験用航空機に搭載するとともにGNSS周波数帯に
おける電磁干渉調査を行った。

198 ３章２
（４）

地方・ローカル線・
路面電車に有効な
地上システムが省
力化可能な運転管
理システムの技術
開発の推進

列車の位置、速度などの運転状況を
地上設備によらず、車上設備で検出
し、センタ処理装置との通信を行って
先行列車の位置を把握し、先行列車
位置に応じた列車制御を行う運転管
理システムの基礎技術を確立する。

国土交通省 平成２３年度中に新たな運転
管理システムの技術仕様書を
まとめる。

　 　 　 ○

GPSによる列車位置検知及び携帯電話回線を
用いた列車制御システムの設計の考え方につ
いては、山形鉄道での実証試験結果等から、基
本的に安全が確保されているとの評価を受け
た。一方、実用化に向けた課題として、より精度
の高い列車位置検知手法等の検討が必要と
な た

Ｂ：概
ね達成

GPSによる列車位置検知及び携帯電話回線を用い
た列車制御システムの設計の考え方については、
山形鉄道での実証試験結果等から、基本的に安全
が確保されているとの評価を受けた。一方、実用化
に向けた課題として、より精度の高い列車位置検知
手法等の検討が必要となった。

なった。

199 ３章２
（４）

操業管理適正化 我が国遠洋漁船の操業秩序確保の
観点から、ＶＭＳ（船舶位置測定シス
テム）を活用した操業位置の監視及
び漁獲報告との整合性の確認を行
う。

農林水産省 かつお・まぐろ類資源管理を行
う各地域漁業管理機関の決議
遵守のためのシステムであり、
平成２７年度まで必要に応じて
随時システムの改修を行う。

　 　 　 　

既に遠洋漁船のVMSの登録は全船実施（達成）
しており、平成23年度は引き続き地域漁業管理
機関等の決議を遵守するため管理運用を図っ
た。

Ａ：十
分達成

既に遠洋漁船のVMSの登録は全船実施（達成）して
おり、平成23年度は引き続き地域漁業管理機関等
の決議を遵守するため管理運用を図った。

200 ３章２
（４）

ＶＭＳシステム開
発及び設置

大型官船の公海域への派遣により
手薄となった我が国の排他的経済水
域の取締勢力を補充し、効率的な取
締体制を再構築するため、大中型ま
き網漁業等国内主要漁船にＶＭＳ
（船舶位置測定システム）を設置す
る。

農林水産省 平成２３年度中に大中まき網
漁船及び沖合底びき網漁船２
００隻にＶＭＳ端末を設置す
る。 　 　 ○ 　

VMSシステム(船舶位置監視システム)の開発に
ついては達成し、実用化に向け大中型まき網漁
船等に対しVMS端末を設置し実証試験を行っ
た。 Ａ：十

分達成

VMSシステム(船舶位置監視システム)の開発につい
ては達成し、実用化に向け大中型まき網漁船等に
対しVMS端末を設置し実証試験を行った。

148 ３章２
（４）

衛星測位を利用し
た航空交通の安全
確保及びサービス
向上

航空交通の安全確保及び効率性向
上のため、運輸多目的衛星（ＭＴＳＡ
Ｔ）を用いた衛星航法補強システムを
運用し、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）
基準に準拠したＧＰＳ補強情報を提
供する。

国土交通省 引き続き、衛星航法補強シス
テムの運用を継続する。

衛星航法補強システムの運用を行い、航空交通
の安全確保及び効率性向上に寄与した。
今後も運用継続を図る。 Ａ：十

分達成

衛星航法補強システムの運用を行い、航空交通の
安全確保及び効率性向上に寄与した。

149 ３章２
（４）

衛星測位を利用し
た海上交通の安全
確保

船舶交通の安全確保のため、全国に
配置したディファレンシャルＧＰＳ局か
らＧＰＳの補強情報を提供する。

国土交通省 引き続き、ディファレンシャルＧ
ＰＳ局の運用を継続する。

全国に配置したディファレンシャルGPS局から
GPSの補強情報を提供したことで、船舶交通の
安全確保に寄与した。

Ａ：十
分達成

全国に配置したィファレンシャルGPS局からGPSの
補強情報を提供することで、船舶交通の安全確保に
寄与している。

（衛星測位の利用のための情報提供)
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150 ３章２
（４）

衛星測位を利用し
た測量の効率化等
(電子基準点測量)

ＧＰＳを用いた測量の効率の向上等
のため、全国に配置した電子基準点
によるＧＰＳ連続観測システムを運用
する。

国土交通省 国家基準点体系の維持と測量
のための基準点として、安定
的な運用を行う。

○ ○ ○

東日本大震災で被害を受けた電子基準点を復
旧した。また、防災上重要な地殻変動観測を継
続的に実施するため、受信機の更新及びバッテ
リー等の補強を実施し、電子基準点の防災対応
能力の向上を図った。

Ａ：十
分達成

全国に配置した電子基準点によるＧＰＳ連続観測シ
ステムを安定的に運用し、国家基準点体系の維持と
測量のための基準点として運用し、測量の効率化等
に寄与した。

151 ３章２
（４）

携帯電話からの
119番通報におけ
る発信位置情報通
知システムの導入
促進

衛星測位を用いた携帯電話からの
119番通報における発信位置情報通
知システムの導入促進を図る。

総務省 引き続き、消防本部において、
携帯電話からの１１９番発信位
置情報通知システムの導入を
図る。

平成23年度末時点で約７割の本部が導入した。

Ａ：十
分達成

平成23年度末時点で約７割の本部が導入した。

172 ３章２
（４）

エネルギーITS推
進事業

省エネルギー効果の高いＩＴＳの実用
化を促進する事業において、自動運
転・隊列走行に関する要素技術開発
を行い、その中でＧＰＳを用いた高度
な位置測定、画像認識を用いた周辺
環境認識等の要素技術の開発等を
行う。

経済産業省 平成２４年度までに、自動運
転・隊列走行に必要となるＧＰ
Ｓを用いた高度な位置測定、
画像認識を用いた周辺環境認
識等の要素技術を開発する。

○

平成23年度にGPSを用いた位置測定、画像認
識を用いた周辺環境認識等の要素技術に関し
て、それぞれ信頼性向上のための技術開発を
実施した。

Ａ：十
分達成

平成23年度末までにGPSを用いた位置測定、画像
認識を用いた周辺環境認識等の要素技術に関し
て、基礎的技術の確立、実験走行による基本性能を
確認した上で、信頼性向上のための技術開発を実
施した。

201 ３章２
（４）

衛星利用の裾野拡
大プログラム（宇宙
利用促進調整委託
費）

平成２２年度に「みちびき」が打上げ
られ、我が国の測位衛星利用の高度
化が期待されている。現在、測位衛
星利用については、カーナビゲーショ
ンやＧＰＳ機能付き携帯電話など、国
民生活の中に幅広く浸透している
が、準天頂衛星の打上げを契機に従
来の衛星利用の枠を超えた新たな
利用を開拓する。

文部科学省 測位衛星の利用の裾野の拡
大に向けて、従来の衛星の枠
を超えた新たな利用方法の開
拓を推進する。最長で平成２４
年度まで。

　 　 　 　

衛星測位によるG空間情報の利活用等を促進す
るための利用促進事業８件（委託）を平成２２年
度から開始し、平成23年度は７件(継続)実施し
た。
例として、「IT農業の実現に向けた準天頂衛星
による高精度走行システムの実証実験」では、
「みちびき」のLEX補強信号を用いた低速移動体
端末を農機アシスト走行システムへ組込み、動
作検証を実施し、十分な精度が出力されている
ことを確認した。

Ａ：十
分達成

（財）衛星測位利用推進センターに対して準天頂衛
星用のセンチメータ級測位補強システム、受信端末
等の開発を委託し、同センターにより利用実証が行
われた。
また、利用促進事業８件（委託）を平成２２年度から
開始し、平成23年度は７件を継続して実施した。

（地方公共団体及び民間における衛星測位の利用）

（注）「各種計画との連携」の項目中、

①「IT戦略」とは、「新たな情報通信技術戦略（平成22年5月11日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）」を、

②「新成長戦略」とは、「新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定）」を、

③「海洋基本計画」とは、「海洋基本計画（平成20年３月18日閣議決定）」を、

④「宇宙基本計画」とは、「宇宙基本計画（平成21年6月2日宇宙開発戦略本部決定）」を指す。

本計画は、平成24年３月末時点の施策をとりまとめたものである。
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